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第１節　地震に強いまちづくり 

第１　基本方針 

町及び県内における構造物、施設等について、防災基本計画によるほか、地震

防災対策強化地域においては地震防災基本計画、南海トラフ地震防災対策推進地

域においては南海トラフ地震防災対策推進基本計画に基づき、地震防災に関する

措置を実施し、耐震性の確保を図る。 

また、首都直下地震緊急対策区域においては首都直下地震緊急対策推進基本計

画に基づき、地震防災に関する措置を実施し、耐震性の確保を図る。なお、首都

直下地震に関する防災対策に関して、切迫性の高いマグニチュード７クラスの地

震は、当面の対応を要する地震として対策を推進するものとし、当面発生する可

能性は低いと考えられるマグニチュード８クラスの地震は、地域の実情を勘案し

て必要と認めるときは、長期的な対応を要する地震として対策を推進するものと

する。特に、マグニチュード７クラスの地震については、様々なタイプが考えら

れ、どこで発生するかは分からないことに留意し、県及び市町村の被害が最大と

なるよう想定を行うものとする。 

また、地震防災緊急事業五箇年計画等を作成し、それに基づく事業を推進する

とともに、地域の特性に配慮しつつ、地震に強い県づくり、市町村づくりを図る。 

防災施設の整備にあたっては、大規模地震を考慮し、効果的かつ重点的な予防

対策の推進を図るとともに、ソフト対策とハード対策を組み合わせた効果的な対

策の実施に配慮するものとする。 

 

第２　主な取組み 

１　施設等への耐震性の確保や町域保全機能の増進等により、地震に強い町域を形

成する。 

２　地震に強い都市構造の形成及び建築物の安全化、ライフライン施設等の機能の

確保等、地震に強いまちづくりを推進する。 

 

第３　計画の内容 

１　地震に強い地域づくり 

(１)　現状及び課題 

当町は糸魚川－静岡構造線の上に位置し、急しゅんな地形、もろい地質と

あいまって地震による大きな被害が懸念されることから、地震災害に強い

安全な町域の形成に取り組む必要がある。 

(２)　実施計画 

ア　総合的・広域的な計画の作成に際しては、地震災害から町域及び町民の生

命・身体、財産を保護することに十分配慮する。 

イ　基幹的な交通・通信施設等の整備については、各施設等の耐震設計や代替

性を確保するための道路ネットワークの充実、施設・機能の代替性の確保、
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各交通・通信施設の間の連携の強化等により、大規模災害発生時の輸送・通

信手段の確保に努める。 

ウ　地すべり、崖崩れ防止等による土砂災害対策の推進及び、森林等の町域保

全機能の維持推進を図るとともに、構造物、施設等の耐震性の確保に努める。 

エ　東海地震、南海トラフ地震及び地震防災戦略が対象とする大規模地震以外

の地震について、国が策定した地震防災戦略等を踏まえ、減災目標及び地震

防災対策の実施目標を策定し、関係機関及び町民等と一体となった効果的、

効率的な地震防災対策を推進する。 

オ　老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その

適切な維持管理に努める。 

 

２　地震に強いまちづくり 

(１)　現状及び課題 

少子高齢化や危険地域への居住地の拡大、ライフライン等への依存度の増

大により地震の及ぼす被害は多様化し、地震に強い都市構造及び建築物の

安全化、ライフライン施設の耐震化に配慮したまちづくりが必要となって

いる。 

(２)　実施計画 

ア　地震に強い都市構造の形成 

(ア)　避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、

災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の

占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者、

電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進

を図る。 

(イ)　幹線道路や都市公園、河川等骨格的な都市基盤の整備等による市街地

の面的な整備、建築物や公共施設の耐震・不燃化等により、地震に強い

都市構造の形成を図る。 

なお、事業の実施に当たっては、効率的・効果的に行われるよう配慮

するものとする。 

(ウ)　不特定多数の者が利用する施設等における安全確保対策及び発災時

の応急体制の整備、利用者への情報伝達体制・避難誘導体制の整備を強

化する。 

(エ)　立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まちづくりの推進

にあたっては、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定すると

ともに、同計画にハード・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を

定める防災指針を位置付けるものとする。 

（オ） 所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生の

おそれの ある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土
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地の利用の円滑化等 に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災

対策を推進するものとする。 

イ　建築物等の安全化 

(ア)　不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上

重要な施設、要配慮者利用施設等について、耐震性の確保に努める。 

特に、町有施設のうち、多数の者が利用する学校や防災上重要な拠点

となる公共施設等について、計画的な耐震化を推進するとともに、構造

躯体の耐震化に合わせ、天井や建具等の非構造部材や建築設備の耐震改

修に努める。 

(イ)　建築物の耐震性の確保を促進するため、基準の遵守等の指導に努める。 

(ウ)　既存建築物の耐震診断・耐震補強等を促進する施策を積極的に実施す

る。 

(エ)　建築物における天井材等の非構造部材の脱落防止対策、ブロック塀及

び家具の転倒防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止等を図る。 

(オ)　道路に隣接するブロック塀を、生垣等の倒壊の危険性の少ないものへ

の変更を誘導する。 

(カ)　災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、非構造部材を含む

耐震対策等により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよ

う努めるものとする。 

(キ)　指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけ

て計画的に安全確保対策を進めるものとする。 

ウ　ライフライン施設等の機能の確保 

(ア)　ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急

対策活動などに支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたら

すことから、上下水道、工業用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通

信サービス、廃棄物処理施設等のライフライン施設や廃棄物処理施設の

耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、代替施設の整備等による代

替性の確保を進めるものとする。 

特に、３次医療機関等の人命に関わる重要施設へのライフラインの重

点的な耐震化を進めるものとする。 

また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼動することによ

り、電力供給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源

のほか、電気・水・熱の供給設備を設置するよう努めるものとする。 

(イ)　ライフライン事業者は、災害時に円滑な対応が図られるよう、ライフ

ラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給について、あらかじめ

計画を作成し、体制を整備しておくものとする。また、ライフライン施

設の応急復旧に関して、広域的な応援を前提として、あらかじめ事業者

間で広域的な応援体制の整備に努めるものとする。 
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(ウ)　コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講じるとと

もに、企業等における安全確保に向けての自発的な取組を促進するもの

とする。 

エ　地質、地盤の安全確保 

(ア)　施設の設置にあたっては、崩落、軟弱、液状化等による災害の発生を

防止する対策を適切に実施するほか、大規模開発に当たって十分な連

絡・調整を図る。 

(イ)　個人住宅等の小規模建築物についても、地質、地盤に対応した基礎構

造等について普及を図る。 

(ウ)　大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップ及

び液状化被害の危険性を示した液状化ハザードマップを作成・公表する

よう努めるとともに，宅地の安全性の把握及び耐震化を実施するよう努

める。 

オ　危険物施設等の安全確保 

危険物施設等及び火災の原因となる恐れのある薬品を管理する施設、ボイ

ラー施設等について、耐震性の確保や緩衝地帯の整備を図るとともに、防

災訓練の積極的な実施を促進する。 

カ　災害応急対策等への備え 

(ア)　被災時の対応を迅速かつ的確に行うための備えを平常時より十分行

い、職員及び町民個々人の防災力の向上を図るとともに、人的ネットワ

ークの構築を図る。 

(イ)　指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄等の防災に関する諸活動の推進

に当たり、公共用地等の活用を図る。 
(ウ)　民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を

進めることにより、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるよう努める。 

また、協定締結などの連携強化に当たっては、実効性の確保に留意する

ものとする。 

(エ)　民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援

物資の管理・輸送等）についての協定締結に努める。輸送拠点として活

用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構

築し、民間事業者のノウハウや能力等の活用に努めるものとする。 

(オ) 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害

対応を時 系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよ

う努めるものとする。 また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じ

て同計画の見直しを行うとともに、 平時から訓練や研修等を実施し、

同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

(カ)　随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団

体等との災害協定の締結を推進するものとする。 



震災対策編　　第１章　災害予防計画

- 5 -

(キ)　災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育

成に取り組むものとする。 

(ク)　平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努め

るものとする。 
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第２節　情報の収集・連絡体制計画 

第１　基本方針 

災害時には各機関ができる限り早期に的確な対策を講じることが求められる

ところであり、そのためには迅速、確実な情報の収集が必要である。 

町、県、関係機関等を結ぶ情報収集・連絡体制の整備と、情報を伝達する通信

手段の整備を進めるとともに、防災関連情報の収集蓄積に努め、災害危険性の周

知や災害予測システムの研究に役立てる。 

 

第２　主な取組み 

１　防災関係機関は、情報収集ルートの設定等情報収集・連絡体制の整備を図る。 

２　町・県は、防災関連情報のデータベース化を図り、防災情報を網羅したマップ

の作成や地理情報システムの構築に努める。 

３　情報伝達手段の多ルート化を推進する。 

 

第３　計画の内容 

１　情報の収集・連絡体制の整備 

(１)　現状及び課題 

情報の収集は、災害対策の適否を左右する重要な要素であり、迅速性、確

実性が求められる。町、県、防災関係機関は、災害時の情報収集体制をあ

らかじめ整備するとともに、相互の連絡を緊密にするよう努めることが必

要である。 

(２)　実施計画 

ア　被害状況等の把握及び被害調査は、関係機関、団体、住民組織等の協力を

求めて実施することとするが、あらかじめ情報収集ルート、担当者、目標時

間等を定めておく。 

イ　円滑な情報収集機能の確保を図るため、毎年訓練を実施する。 

ウ　公共施設（学校、公民館等）を情報通信の拠点としたネットワークの活用

を図る。 

エ　「長野県防災情報システム」により関係機関との情報共有、連携強化に努

めるものとする。 

オ　国関係機関、県及び公共機関等と情報の共有化を図るため、横断的に共有

すべき防災情報を、総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）に集約でき

るよう努めるとともに、必要に応じて活用するものとする。 

カ　雨量情報、土砂災害警戒情報及び長野県河川砂防情報ステーション等の情

報収集に努め、また、県、町民と連携し、土砂災害に関わる異常な自然現象

を察知した場合には、その情報を相互に伝達する体制の整備に努める。 

キ　災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関係機関等の出席を求める

ことができる仕組みの構築に努めるものとする。 
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ク　発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名等の公表

や安否情報の収集・精査を行う場合に備え、県等と連携の上、あらかじめ一

連の手続等について整理し、明確にしておくものとする。 

 

２　情報の分析整理 

町・県は平常時より自然情報、社会情報、防災情報等防災関連情報の収集蓄積、

情報形式の標準化に努めるとともに、パソコンネットワーク等の活用により災害

情報等の共有化と町民への周知を図る。 

また、これらの蓄積された情報をベースに情報分析要員等の育成・活用等を図

り、被害予測や的確な初動体制の確立等の災害対策に資するほか、総合的な防災

情報を網羅したマップの作成や地理情報システムの構築に努める。 

 

３　通信手段の確保 

(１)　現状及び課題 

過去の災害時においては、情報通信施設が被災し、情報通信が困難になっ

たり、使用不能となるケースがあった。災害対策において、情報収集は欠

かせない前提条件であり、情報通信手段を多ルートで設定することが求め

られる。 

(２)　実施計画 

ア　防災行政無線については、機器の定期的な検査等を行い円滑な通信の確保

を図る。 

イ　非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源設備を耐震性

のある堅固な場所への設置を図る。 

ウ　災害時にアマチュア無線局の協力により、情報の提供が得られる体制を構

築するよう努める。 

エ　通信が途絶している地域で、派遣職員等が活躍する場合を想定し、衛星通

信を活用したインターネット機器の整備、活用に努めるととに、震災時を想

定した非常通信訓練を行う。 

オ　衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全モバイルシステム等の移動系の

応急対策機器の整備を図る。 

カ　全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）、災害情報共有システム（Ｌアラ

ート）その他の災害情報等を瞬時に受信・伝達するシステムを維持・整備

するよう努める。 

キ　東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提供されている災害時優先

電話等を効果的に活用するように努める。 

また、災害用として配備されている無線電話等の機器については、その運

用方法等について習熟に努めるものとする。 

また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対策を図る。 
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節 節名

風水害対策編 

参 照 ペ ー ジ
各節の使用方法

 
第３節 活動体制計画

第１章 

13

「風水害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に

 
第４節 広域相互応援計画

第１章 

16
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第５節　救助・救急・医療計画 

本節に定めのない事項については、風水害対策編第１章第６節「救助・救急・医療

計画」を準用する。(風水害対策編参照ページ18) 

 

１　医療機関の耐震化等 

(１)　現状及び課題 

医療機関の耐震構造の強化については、各医療機関の管理者が常に点検整

備等を行い、耐震化に努めるものとしている。 

町内の医療機関の中には、施設の老朽化が進んでいるものがあり、特に大

規模地震の際に本来の機能が果たせるかどうかといった検討も必要となっ

ている。 

(２)　実施計画 

ア　定期的な建物診断を実施し、当該建築物の管理の徹底を図るものとする。 

イ　耐震診断等の結果により、耐震化工事の必要な建築物については、計画的

かつ速やかに当該工事を実施するものとする。 

ウ　医療機関は、災害が生じた場合、入院患者の安全を確保すると同時に、被

災者の治療等の後方医療機関としての役割を担うこととなるため、常に施設

の点検整備を行い、耐震化に努めるものとする。 

 



震災対策編　　第１章　災害予防計画

- 10 -

 

 

 
節 節名

風水害対策編 

参 照 ペ ー ジ
各節の使用方法

 
第６節 消防・水防活動計画

第１章 

25

「風水害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に 

 
第７節 要配慮者支援計画

第１章 

30

 
第８節 緊急輸送計画

第１章 

42
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第９節　障害物の処理計画 

 

第１　基本方針 

道路の法面や沿道建築物の崩壊、河川の決壊、街路樹、電柱等の倒壊、流倒木

等により、道路は通行が不能あるいは困難な状態となることが予想されることか

ら、応急復旧活動を実施するための人員、資機材等の輸送が円滑に行われるよう、

応急対策について関係機関と事前に協議する等災害の発生に備える。 

 

第２　主な取組み 

１　各種施設などの所有者又は管理者は、これら施設等の倒壊を未然に防止するた

めの定期点検を行い、その結果に基づき、耐震のための適時適切な措置をとる。 

２　応急対策に必要な専門技術者を確保する体制の整備を図る。 

３　放置車両や立ち往生車両を含む障害物除去体制について、関係機関と事前に対

応を協議する。 

 

第３　計画の内容 

(１)　現状及び課題 

放置車両や立ち往生車両を含む障害物の除去に当たっては、レッカー車、ク

レーン車、チェーンソー等、各種機械とともに操作員が必要であるため、あら

かじめこれらの要員を確保する必要がある。 

緊急輸送道路として確保すべき町道、農道、林道等の障害物除去体制につい

て関係機関と事前に対応を検討する。 

(２)　実施計画 

ア　緊急輸送道路とされている基幹町道等について、速やかな障害物除去体制の

整備を事前に検討する。 

イ　災害発生時に予想される障害物の所有者及び関係機関と事前に対応を協議

する。 

ウ　北アルプス森林組合等林業関係団体と倒木処理について調整し、あらかじめ

体制を整備する。 

エ　池田町建設業組合等との「災害時における復旧協力に関する協定」に基づき、

災害時の障害物等の迅速な応急対策体制を確立しておく。 

オ　レッカー車、クレーン車等を保有する業者と、各種特殊車両操作員の状況を

把握し、災害時における協力を要請する。 

カ　応急対策等による排除物件の保管場所を確保する。 

キ　集積、処分場所について、地権者・管理者等と協議し、あらかじめ選定する。 

ク　住民は、自己の所有又は管理する施設、設備等について、定期的な点検を行

い、工作物の倒壊等を未然に防止する。 
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節 節名

風水害対策編 

参 照 ペ ー ジ
各節の使用方法

 
第10節 避難の受入活動計画

第１章 

46

「風水害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に 

●「更新」に「、耐震化及び」を加える

 
第11節 孤立防止対策

第１章 

57

 
第12節 食料品等の備蓄・調達計画

第１章 

61

 
第13節 給水計画

第１章 

64

 
第14節 生活必需品の備蓄・調達計画

第１章 

66

 
第15節 危険物施設等災害予防計画

第１章 

68

 
第16節 電気施設災害予防計画

第１章 

72

 
第17節 上水道施設災害予防計画

第１章 

74
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第１８節　下水道施設災害予防計画 

第１　基本方針 

下水道施設等は、水道、電気、ガス等と並び、住民の安全で清潔かつ快適な生

活環境の確保のために必要不可欠なライフラインの一つであり、地震災害発生時

においてもその機能の確保を図る必要がある。 

このため、地震による被害が予想される地域の施設、老巧化の進んだ施設等に

ついては補強・改築・耐震化を進めるとともに、今後建設する施設については、

必要な耐震性能を有した施設とする。 

また、地震により施設に被害が生じた場合は、応援協定等に基づく復旧体制の

確立、応急対策により早期復旧を図る。 

 

第２　主な取組み 

１　新耐震基準に基づき、施設の整備、補強、改築、耐震化を実施する。 

２　緊急連絡体制、被災時の応急及び復旧体制の確立を図る。 

３　緊急用、復旧用資機材の計画的な備蓄を図る。 

４　下水道施設台帳等の整備・充実を図る。 

５　管渠及び処理場施設等の、系統の多重化を図る。 

 

第３　計画の内容 

１　新耐震基準に基づく施設整備 

(１)　現状及び課題 

下水道施設等の中には、軟弱地盤に建設されたものや、老朽化が進んだも

のがある。 

このため、既存施設の耐震化を計画的に進める。 

(２)　実施計画 

重要な管渠及び処理場施設のうち、地盤が軟弱な地域に設置されているも

の、老朽化の著しいものから重点的に調査を実施し、耐震化を計画的に進

めるものとする。 
２ 緊急連絡体制、被災時の復旧体制の確立 

(１)　現状及び課題 

災害発生時において、迅速かつ的確に情報を収集し、速やかに応急対策を

実施するため、緊急連絡体制、復旧体制、災害時の緊急的措置等を定めた災

害対策要領等をあらかじめ策定する必要がある。 

また、復旧体制については、県、市町村とも、被災時には関係職員、関係

業者、手持ち資機材だけでは対応不十分となることが予想されるため、あら

かじめ他の地方公共団体との間での広域応援協定や民間事業者等との災害

時の支援協定を締結する必要がある 
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(２)　実施計画 

ア　災害時の対応を定めた業務継続計画や災害対策要領等を策定するものと

する。 

イ　業務継続計画や災害対策要領等に定められた対応が確実に機能するよう、

訓練を実施していくものとする。 

ウ　復旧体制について、他の地方公共団体との広域応援体制、関係団体等と

の協力体制を確立するものとする。なお、「長野県生活排水事業における

災害時応援に関するルール」及び「下水道事業災害時中部ブロック支援に

関するルール」により、他の地方公共団体に応援要請をすることができる。 

 

３　緊急用・復旧用資材の計画的な備蓄 

(１)　現状及び課題 被災時には、被災の状況を的確に把握し、ライフラインと

しての下水道の機能を確保するため、緊急用・復旧用資機材が必要となるこ

とから、これらの資機材について、平常時から計画的に購入、備蓄していく

必要がある。 

(２)　実施計画 

発電機、ポンプ等の緊急用・復旧用資機材を計画的に購入、備蓄するもの

とする。 

 

４　下水道施設台帳、農業集落排水施設台帳、浄化槽台帳等の整備・拡充 

(１)　現状及び課題 下水道施設台帳は、下水道の諸施設を適切に管理するため、

下水道法においてその調製・保管が義務付けられている。 下水道施設等が

地震により被災した場合、その被害状況を的確に把握するためには、下水道

施設台帳等の整備が不可欠であり、また、確実かつ迅速に、データの調査、

検索等ができるようにしておく必要がある。 

(２)　実施計画  

下水道施設台帳等を適切に調製・保管するものとする。 また、台帳のデ

ータベース化を図り、確実かつ迅速なデータの調査、検索等が実施できる体

制を整備するものとする。 

 

５　管渠及び処理場施設等の系統の多重化 

(１)　現状及び課題 

下水道施設等が被災した場合においても、ライフラインとしての機能を確

保するため、管渠の２系統化、処理場施設のバックアップ体制の確保等、代

替性の確保に努めることが必要である。 

(２)　実施計画 

必要に応じて、系統の多重化、拠点の分散化、代替施設の整備等による代

替性の確保に努めるものとする。 
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節 節名

風水害対策編 

参 照 ペ ー ジ
各節の使用方法

 
第 19 節 通信・放送施設災害予防計画

第１章 

78

「風水害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に 

●「整備」に「・耐震化」を加える

 
第 20 節 災害広報計画

第１章 

82

 
第 21 節 土砂災害等の災害予防計画

第１章 

84

 
第 22 節 防災都市計画

第１章 

88
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第２３節　建築物災害予防計画 

 

第１　基本方針 

地震による建築物の被害を最小限に抑え、町民の生命、財産等を保護するため、

建築物の耐震性を確保し安全性の向上を図る。 

 

第２　主な取組み 

１　建築基準法の現行耐震基準（昭和 56 年）以前に建築された建築物について、

耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修等を行う。 

２　建築物からの落下物やブロック塀等屋外構造物の倒壊等による被害の防止対

策を講ずる。 

３　文化財保護法等により指定された文化財は、災害発生後の火災等に備える。 

 

第３　計画の内容 

１　公共建築物 

(１)　現状及び課題 

公共建築物の中には災害発生後、復旧活動の拠点となるものや、要配慮者

が利用する建築物も多いことから、特に耐震性が要求される。これらの中

には昭和56年以前に建築された建築物もあり、今後、計画的に耐震診断を

実施し、必要に応じて耐震改修等を行う。また、地震による被害の軽減を

図るため、緊急地震速報を有効に活用できる体制を構築する。 

(２)実施計画 

ア　町有施設の耐震診断及び耐震改修の実施 

庁舎、社会福祉施設、病院、住宅、保育園、学校等で、昭和 56 年以前に

建築された建築物は、計画的に耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修

等を行う。 

イ　耐震診断・耐震改修のための推進 

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断・耐震改修の推

進を図る。 

ウ　防火管理者の設置 

病院、学校、保育園等で消防法第８条により定められた防火対象物につい

ては、防火管理者を選任し火災予防等に努める。 

エ　耐震改修計画の策定 

昭和 56 年以前に建築された建築物等について、耐震化を推進する計画を

策定し、速やかに耐震化等の施策を講ずる。 

オ　緊急地震速報の活用 

町が管理、運営する施設の管理者は、緊急地震速報を受信した際の対応行　　　　
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動について、あらかじめ明確にしておくとともに、定期的に訓練を実施す

るよう努める。 

 

２　一般建築物 

(１)　現状及び課題 

昭和56年以前に建築された建築物は、比較的耐震性に乏しく、倒壊等の恐

れがあるので、耐震診断・耐震改修を実施し、地震に対する安全性の向上

を図る必要がある。 

(２)　実施計画 

ア　耐震診断・耐震改修のための支援措置 

(ア)　住宅及び町長が指定した民間の避難施設について、県との連携を図り

耐震診断への助成を行う。 

(イ)　賃貸を除く戸建住宅及び共同住宅について、県と連携を図り耐震改修

への助成を行う。 

(ウ)　崖地近接等危険住宅移転事業計画を策定し、移転事業の推進を図る。 

　　　イ　建築物の所有者等が実施する計画 

(ア)　必要に応じて耐震診断を実施し、耐震改修を行うとともに、建築物の

適正な維持保全に努める。 

(イ)　「わが家の耐震診断表」を利用し、住宅の自己診断を実施する。 

(ウ)　地震保険や共済制度は、住宅再建に有効な手段であることから、これ

らの制度の活用を図る。 

 

３　落下物・ブロック塀等 

(１)　現状及び課題 

建築物の外壁タイル、窓ガラス等の落下、ブロック塀等屋外構造物の倒壊

及び広告看板や自動販売機等の屋外設置物の落下・転倒に伴う人的、物的

被害を防止する必要がある。 

(２)　実施計画 

ア　屋外構造物、屋外設置物、落下物及びブロック塀等の安全対策について、

普及・啓発を図るため広報活動を行う。 

イ　町民は、外壁タイル及びブロック塀等の状態を点検し、必要に応じて修繕、

補強等を行う。 

ウ　町民は、地域における屋外構造物及び屋外設置物の状態をあらかじめ把握

し、被害の防止対策について検討を行うとともに対策を講じるものとする 

 

４　文化財 

(１)　現状及び課題 

文化財は、文化財保護法又は文化財保護条例等により、その重要なものを
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指定し保護しており、貴重な国民的財産として次世代に継承していくこと

が必要である。 

また、建築物等については、ほとんどが木造であるため、震災等の災害対

策とともに防火対策に重点を置き、それぞれの文化財の性質・形状及びそ

の環境に応じて保全を図るとともに、併せて見学者の生命・身体の安全に

十分留意する。 

また、建造物内には未指定の美術工芸品や文書等の文化財が存在してい

る場合が多いため、その把握に努め、被災した文化財に対する応急措置に備

えておくことが必要である。 

(２)　実施計画 

教育委員会は、文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の

事項に留意し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図るものとする。 

ア　所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導・助言を行

うものとする。 

イ　防災施設の設置促進を図るとともに、設置に対する助成を行うものとする。 

ウ　所有者は防災管理体制及び防災施設を整備し、自衛消防隊の確立を図る。 

エ　区域内の文化財の所在の把握に努めるものとする。 

オ　建造物内にある文化財の把握に努めるものとする。 
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第２４節　道路及び橋梁災害予防計画 

 

第１　基本方針 

震災時に生じる道路及び橋梁の機能障害が災害応急対策活動等に妨げになら

ないよう、地震に強い道路及び橋梁づくりを行うにあたり構造物・施設等の耐震

性を確保する必要がある。 

構造物・施設等は一般的な地震動（供用期間中に１～２度程度発生する確率の

地震）に際して機能に重大な支障が生じないことを目標に設計する。 

道路及び橋梁等の基幹的な交通確保施設の整備にあたっては地震防災緊急事

業五箇年計画等に基づきネットワークを充実させ、震災に対する安全性の確保を

図る。機能に重大な支障が生じた場合は、代替路の確保及び応急対策により機能

の確保を行う。震災後の応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関において相互

応援の協定を締結し平常時より連携を強化しておく。 

 

第２　主な取組み 

１　災害対策としての道路網の整備は、国・県・町道等の主要幹線道路の整備と生

活道路の機能確保という二面から道路、橋梁の耐震性を確保する。 

２　震災後の応急活動・復旧活動に関し、関係団体との協力体制を整える。 

 

第３　計画の内容 

１　道路及び橋梁の耐震性の整備 

(１)　現状及び課題 

大地震の発生に伴い、道路は法面崩壊、路肩決壊、路面陥没・隆起・亀裂、

橋梁・トンネル等構造物の破損、電柱等の倒壊、地下埋設物の破損、沿道

建築物の落下倒壊等によって通行が不能・困難な状態になると予想される。

このため道路管理者及び警察等関係機関は、道路、道路施設及び橋梁につ

いて耐震性の強化を図る必要がある。 

　　(２)　実施計画 

ア　落石等の危険箇所点検に基づき、緊急度の高い箇所から順次整備する。 

イ　橋梁の危険箇所点検に基づき、緊急度の高い橋梁から順次耐震補強を実施

する。 

 

２　関係団体との協力体制の整備 

(１)　現状及び課題 

大地震が発生し、道路、道路施設及び橋梁が被災した場合、速やかに応急

復旧活動を行い、交通の確保を図る必要がある。応急復旧は道路管理者及

び警察単独では対応が遅れる恐れがある。このため震災後の応急活動及び
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復旧活動に関し、関係機関において相互応援の協定を締結し、平常時より

連携を強化する。また、応急復旧のために協定を締結した建設業協会等と

事前に調整を図り、交通の確保に努める。 

各道路管理者、関係機関及び県は災害時の道路規制情報等について、情報

共有できる体制の整備を行う必要がある。 

　　(２)　実施計画 

ア　関係機関において、それぞれ必要な相互応援の協定を締結し、平常時より

連携を強化する。 

イ　災害時の道路規制情報等について、各道路管理者、関係機関及び県が情報

共有できる体制の整備に努める。 
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第２５節　河川施設等災害予防計画 

 

第１　基本方針 

河川施設等は、地震の発生に伴い破堤等につながることが想定されるため、安

全性の向上を図るとともに、耐震点検、整備等を行い安全の確保に努める。 

 

第２　主な取組み 

１　堤防等の耐震点検を行い、耐震性の不十分なものは安全性の向上を図るため施

設の補強を行う。 

２　ダム施設等に関して、定期点検を行い適切な維持管理に努める。 

３　出水時の的確な情報収集や情報提供に努める 

 

第３　計画の内容 

１　河川施設の災害予防 

(１)　現状及び課題 

地震による河川の被害は、河川堤防の亀裂・沈下・法面のはらみ・崩れ等

があり、さらにこれらに伴う護岸・水門・樋門・橋梁等のコンクリート構造

物の亀裂や沈下が予想される。特に洪水時に地震が発生した場合には、堤体

の地震に対する安全度が低下し、破堤につながる恐れがある。洪水時に破堤

した場合に背後地に甚大な被害を及ぼす河川等について耐震点検を行い、安

全性を向上させる。 

(２)　実施計画 

それぞれの施設整備計画により、河川管理施設の耐震性を向上させる。 

 

２　ダム施設の災害予防 

(１)　現状及び課題 

ダム施設においては、河川管理施設等構造令及び各種基準により、構造計

算に用いる設計震度が定められ、これに基づき設計されている。また、完成

ダムでは定期的に点検整備を行っている。 

我が国では、過去に多くの地震が発生しているが、ダム機能に影響するよ

うな被害を受けたことはない。 

(２)　実施計画 

ダム管理者は、地震等の発生によりダムの基礎地盤で25ガル以上を観測し

た場合、又はダム地点近傍の地震観測所で震度４以上を観測した場合の臨時

点検を実施していることから、町は、町域に影響を及ぼす恐れのある地震が

発生した場合は、速やかにダム管理者に対しダムの状況等について報告を求
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め、速やかに町民へ伝達するとともに、必要のある場合には、対象地区に対

して避難指示等の措置を実施する。 
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第２６節　農林水産物災害予防計画 

 

第１　基本方針 

地震による農林水産関係の被害は、温室、畜舎、きのこ栽培施設、果樹や支柱、

養魚場等生産施設の損壊や農産物集出荷・貯蔵施設、立木の倒壊、製材施設、農

林水産物処理加工施設等の損壊が予想される。また、施設等の被害に伴い、農林

水産物の減収や家畜・水産物の死亡被害等も予想される。このため、予防技術対

策の充実及び森林整備、生産・流通・加工施設の安全性の確保等を推進する。 

また、新たな施設の設置にあたっては、活断層等の存在に留意するとともに、

被害を最小限にするため、機械・施設の固定や工法の検討を行う等、安全対策を

指導する。 

 

第２　主な取組み 

１　農業協同組合等と連携して、農業者に対して生産施設、農産物の集出荷・貯蔵

施設等の安全性の確保について指導徹底を図る。 

２　長野県ふるさと森林づくり条例に基づく森林づくり指針及び町森林整備計画

に基づき、森林整備を実施するとともに、森林組合等関係機関と連携のもと、

安全パトロールを実施する。 

 

第３　計画の内容 

１　農水畜産物の災害予防計画 

(１)　現状及び課題 

集出荷・貯蔵施設等においては、建築後、年数の経過に伴い耐震性が劣る

施設も見受けられることから、施設の補強、更新又は廃止等を促進すると

ともに、施設管理者等による耐震診断・補強工事が求められる。 

(２)　実施計画 

ア　農業農村支援センター、農業協同組合等と連携して、町農業技術者連絡協

議会等を通じて予防技術の普及徹底を図る。 

イ　町民が実施する計画 

(ア)　生産施設等における補強工事等を実施し、施設の安全性を確保する。 

(イ)　新たな施設の設置にあたっては、活断層等の存在に留意するとともに

被害を最小限にするための安全対策に努める。 

 

２　林産物の災害予防計画 

(１)　現状及び課題 

立木の倒壊防止のため、適地適木の原則を踏まえた森林造成を図るととも
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に、壮齢期の森林にあっては、間伐による本数密度の調整を行い、適正な

形状比の立木仕立てを指導する必要がある。 

また、林産物の生産、流通、加工施設の設置にあたっては、活断層等の存

在に留意するとともに、機械、施設を固定する等安全対策を普及する必要

がある。 

(２)　実施計画 

ア　町森林整備計画に基づき、健全な森林づくりを推進する。 

イ　県、森林組合等関係機関と連携をとって林産物生産、流通、加工現場にお

いて、事業者が施設管理を適切に行うよう指導又は助言するものとする。 

ウ　町民が実施する計画 

(ア)　町等が計画的に行う森林整備に協力する。 

(イ)　施設の補強等対策の実施に努める。 

 

 



震災対策編　　第１章　災害予防計画

- 25 -

第２７節　積雪期の地震災害予防計画 

第１　基本方針 

積雪期の地震は、他の季節の地震に比較して、より大きな被害を及ぼすことが

予想されるため、町、県及び防災関係機関は、除雪体制の強化、雪崩危険箇所の

雪崩防止施設の整備、屋根雪処理等の家屋倒壊の防止、避難体制の整備等、総合

的な雪に強いまちづくりを推進するものとし、積雪期の地震被害の軽減を図る。 

 

第２　主な取組み 

１　地域の特性に配慮しつつ、積雪期の地震に強いまちづくりを進める。 

２　冬期の道路交通を確保するため、迅速かつ適切な除雪体制の強化を図る。 

３　ヘリコプター等による航空輸送の確保を図る。 

４　雪崩発生危険箇所における雪崩対策事業を計画的に実施する。 

５　建築物の所有者に対し、安全対策の推進について周知を図るとともに、雪下ろ

し作業が軽減される住宅の普及を図る。 

６　積雪時の地震、火災発生時における消防活動の確保に努める。 

７　積雪時においても町民が円滑に避難することができるよう、避難場所及び避難

路の確保等を図る。 

８　冬期の災害に対処できる備蓄品等の確保に努める。 

９　観光客の避難・救助等の対策について計画の策定に努める 

 

第３　計画の内容 

１　雪対策の推進 

(１)　現状及び課題 

積雪期の地震の災害予防は、除排雪体制の整備、雪に強いまちづくり等の

雪害予防対策の総合的、継続的な推進により確立されるものである。 

(２)　実施計画 

町地域防災計画（雪害対策編）等に基づき、各防災関係機関が緊密に連携

し、総合的かつ具体的な雪害予防対策を推進する。 

 

２　道路交通の確保 

(１)　現状及び課題 

積雪期の地震においては、土砂崩れ等に加え、雪崩が発生し、道路交通に

支障が生じる恐れがあるため、町、県、関係機関は除雪機械及び要員の増

強を図り、除雪体制の強化に努めることが重要である。 

(２)　実施計画 

ア　町は、各計画の定めるところにより除雪体制を整備し、地震時には道路交

通を迅速に回復し、道路機能の確保を図る。 
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イ　町民に対して、住宅周辺等の自主的な除雪を呼びかけ協力を得る。 

ウ　地震時には通常の除雪を実施することが困難となることが想定されるた

め、住宅の周辺について自主防災組織、町民の協力を得て、自力による除雪

又は圧雪による避難路の確保に努める。 

 

３　航空輸送の確保 

(１)　現状及び課題 

積雪期の地震による道路交通の一時的な途絶や、孤立集落の発生等が考え

られる。このため、孤立集落に対するヘリコプターによる航空輸送の確保

を図ることが重要である。 

(２)　実施計画 

孤立が予想される集落のヘリポートの確保を促進するとともに、緊急時の

ヘリポート（場外離発着場を含む。）の除雪・圧雪体制を整備する。 

 

４　雪害予防計画 

(１)　現状及び課題 

積雪地帯で発生する雪崩の被害を防止するため、雪崩発生危険箇所におけ

る雪崩対策事業を計画的に実施することが重要である。 

(２)　実施計画 

近隣住民に対し、雪崩危険箇所の周知を図るとともに、雪崩対策事業の推

進を図る。 

 

５　家屋倒壊の防止 

(１)　現状及び課題 

建築基準法施行細則第９条で指定された多雪区域の建築物の所有者等に

対し、建築物の安全対策の推進について、周知及び指導を行うことが重要

である。 

(２)　実施計画 

ア　建築物の雪害防止のための指導及び啓発を行う。 

イ　地域の実情に応じて雪に強い住宅の普及、市街地形成の誘導等を進める。 

ウ　建築物の所有者等が実施する計画 

(ア)　建築基準法第 12 条第１項に規定する旅館、ホテル、物品販売店舗等

多数の者が利用する建築物の所有者等は、建築物の維持保全計画の作成

及び定期報告を行い、建築物の安全性の確保に努める。 

(イ)　適時、雪下ろし等を行い、建築物の安全性の確保に努める。 

 

６　消防活動の確保 

(１)　現状及び課題 



震災対策編　　第１章　災害予防計画

- 27 -

積雪時に地震火災が発生すると、積雪により消防活動が制約されることが

予想される。このため、各消防機関は消防水利の確保と消防施設・設備の

充実を図り、積雪時の地震火災における消防活動の確保に努める必要があ

る。 

(２)　実施計画 

関係機関と連携を図り、消防活動に支障が生じないよう調整を行う。 

 

７　避難場所及び避難路の確保 

(１)　基本方針 

積雪時において地震が発生した場合、町民が円滑に避難することができる

よう避難場所及び避難路の確保等を図ることが重要である。 

(２)　実施計画 

ア　積雪及び堆雪に配慮した体系的な街路の整備に努める。 

イ　小型除雪車両の増強による歩道除雪を推進する。 

ウ　機械による除排雪が困難な、人家連たん地域や冬期交通のあい路となる箇

所においては、重点的な消融雪施設等の整備を図る。 

エ　地域の人口及び地形、雪崩等の危険性、施設の耐震性・耐雪性等を考慮し、

避難場所をあらかじめ指定する。 

オ　避難誘導のための標識は、町民が安全に避難場所に到達することができる

よう、降積雪の影響を考慮して設置する。 

 

８　寒冷対策の推進 

(１)　現状及び課題 

豪雪時には、積雪の影響による長期間の停電やライフラインの停止、又は、

雪崩災害等により、避難が必要となる場合がある。 

寒冷期間においては、避難施設では暖房が必要になる等、冬期の災害に対

応できる備蓄品等を整えることが重要である。 

(２)　実施計画 

ア　町は、避難施設における暖房等の需要の増加が予想されるため、電源を要

しない暖房器具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材（長靴、防寒具、ス

ノーダンプ、スコップ、雪上車等）の備蓄に努める。 

イ　電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源

等のバックアップ設備等の整備に努める。 

ウ　積雪のため応急仮設住宅の早期着工が困難となることが想定されるため、

積雪の状況により長期避難が必要な場合は、避難者の生活確保のための長期

対策を検討する。 
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第２８節　災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

第１　基本方針 

災害発生時に被害を最小限に抑えるためには、予想される二次災害を防止する

ことが重要である。有効な二次災害防止活動を行うためには、関係機関の平常時

からの体制の整備が不可欠であることから、これに対する予防対策をあらかじめ

講ずる必要がある。 

 

第２　主な取組み 

１　構築物等や危険物等に係る二次災害防止のための措置を講ずる。 

２　災害発生時の流木発生等を予測した対策を検討する。 

３　土砂災害警戒区域等の把握、緊急点検体制の整備に努める。 

 

第３　計画の内容 

１　構築物や宅地、構造物に係る二次災害予防対策 

(１)　現状及び課題 

被災建築物等の倒壊等による危険から町民を守るため、被災建築物等を判

定できる資格者を養成する必要がある。 

緊急避難路や輸送路としての道路、橋梁等の被害を防ぐため、あらかじめ

点検すべき箇所を把握するとともに、被災箇所の危険度を判定する基準等

の整備が必要である。 

(２)　実施計画 

ア　重要施設については、あらかじめ位置等を十分把握するとともに、施設の

点検作業が速やかに実施できるようあらかじめ体制を整備する。 

イ　被災時に応急危険度判定を行う体制を整備する。 

 

２　危険物施設に係る二次災害防止対策 

(１)　現状及び課題 

ア　危険物関係 

消防法に定める危険物施設における災害発生時の二次災害の発生・拡大を

防止するため、緩衝地帯の整備、防災応急対策用資機材の備蓄等を推進す

るとともに、保安体制の強化が必要である。 

イ　火薬関係 

火薬類取扱施設は、地震による直接的被害よりも地震後の火災による火薬

類の誘爆等の二次災害の危険性が高く、爆発等による被害を防止するため

の危害防止体制の確立が必要である。 
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  ウ　高圧ガス関係 

高圧ガス製造施設・貯蔵所・販売所及び消費施設等における災害発生時の

対応については、高圧ガス保安法に基づく緊急措置等が定められているが、

被害の拡大を防止するため事業者ごとの保安意識の高揚と自主保安体制の

整備を、一層推進する必要がある。 

エ　液化石油ガス関係 

液化石油ガスの一般消費先における容器の転倒、流出防止措置の徹底等、

災害対策の促進について、液化石油ガス販売業者等に対する指導を徹底す

る。 

また、消費者が適切な措置を行えるよう、消費者に対する啓発が必要であ

る。 

オ　毒物劇物関係 

毒物・劇物における火災や有毒ガスの発生等の二次災害を予防するため、

毒物劇物危害防止規定の作成と、流出等の防止施設の整備及び事故処理剤

備蓄体制の充実が必要である。 

(２)　実施計画 

ア　危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安

員等に対する保安教育の実施 

イ　立入検査の実施等指導の強化 

ウ　防災応急対策用資機材等の整備についての指導 

エ　自衛消防組織の強化についての指導 

オ　近隣の危険物取扱事業所との協定締結の促進等の指導 

カ　民間業者等の資機材保有実態の把握 

 

３　河川施設の二次災害予防対策 

(１)　現状及び課題 

地震により河川の堤防護岸等に衝撃が加わった後に、余震、降水等が加わ

った場合、河川施設等に二次的な災害が発生する可能性がある。 

また、ダム施設については、過去に地震によりダム機能に直接影響する被

害が発生したことはないが、定期的に点検を実施し、適切な維持管理を行っ

ていくことが二次災害防止の観点からも必要である。 

(２)　実施計画 

ア　河川管理施設の耐震性を向上させるものとする。 

イ　現在工事中の箇所及び危険箇所等、二次災害の発生が考えられる箇所を事

前に把握しておくものとする。 

ウ　ダム管理者は、ダムの漏水量、変形、揚圧力等を定期的に計測し異常がな　

いことを確認する。また、定期点検を行いダム及び貯水池の維持管理に努め

るものとする。 
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４　山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害予防対策 

(１)　現状及び課題 

災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊及び渓流における土

石流の発生などの危険性があり、二次災害予防のため、それら災害が発生す

るおそれのある箇所(土砂災害警戒区域等)をあらかじめ把握しておくとと

もに、緊急に点検実施できるよう体制を整えておく必要がある。 

(２)　実施計画 

ア　土砂災害警戒区域等の把握 

イ　情報収集体制の整備 

ウ　警戒・避難体制の整備 

エ　緊急点検マニュアルの作成及び点検体制の整備 
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第２９節　防災知識普及計画 

 

第１　基本方針 

「自らの命は、自らが守る」が防災の基本であり、町、県及び防災関係機関に

よる対策が有効に機能するためには、食料、飲料水の備蓄など町民が平常時から

災害に対する備えを心がけるとともに、災害発生時には、自らの安全を守る行動

ができることが重要である。 

また、広域かつ甚大な被害が予想される大地震に対処するためには、町民、地

域・企業及び自主防災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。 

しかし、実際に災害が発生する頻度はそれほど高くないため、災害時における

行動を経験から学ぶことは困難である。このため、町、県及び指定行政機関等は、

災害文化の伝承や体系的な教育により町民の防災意識の高揚を図るとともに、防

災意識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い町民の育成、地域

の総合的な防災力の向上に努める。 

 

第２　主な取組み 

１　町民等に対する実践的な防災知識の普及・啓発活動を行う。 

２　防災上重要な施設の管理者等に対して防災意識の普及を図る。 

３　学校における実践的な防災教育を推進する。 

４　職員等に対する防災知識の普及、防災意識の高揚を図る。 

５　過去に起こった大規模災害の教訓や災害の歴史を後世に伝える。 

 

第３　計画の内容 

１　町民等に対する防災知識の普及活動 

(１)　現状及び課題 

災害発生時に、自らの安全を守るためにはどのような行動が必要か、要配

慮者に対してはどのような配慮が必要か等、災害発生時に役立つ実践的な防

災知識を身につけた災害に強い町民を育成することが、被害を最小限にとど

めるうえで重要である。 

現在も各種の研修、訓練、講演会等の取組みや、広報活動がされているが、

今後は、防災マップ等の作成・配布等の、より実践的な普及活動が必要であ

る。また、企業等に対する防災知識の普及も重要な課題である。 

(２)　実施計画 

ア　町民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマス

メディア、町ホームページ、町民向け講座及び各種広報資料等に掲げる啓発

活動を行う。 

なお、啓発活動を行う際には、女性、子ども、性的マイノリティのほか、
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高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の多様なニーズに

十分配慮し、地域において支援する体制が整備されるよう努めるとともに、

被災時の性別によるニーズの違い等に十分配慮するよう努めることに加え、

家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努めるも

のとする。 

(ア)　最低でも３日分、可能な限り１週間分程度の食料、飲料水、携帯トイ

レ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出袋（救急箱、懐中電灯、ラ

ジオ、電池等）の準備、自動車へのこまめな満タン給油 

(イ)　飼い主による家庭動物の同行避難や避難所での飼養等についての準

備、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安

全対策 

(ウ)　地震及び津波に関する一般的知識 

(エ)　警報等や避難指示等の意味や内容 

(オ)　警報等発表時や避難指示・高齢者等避難情報の発令時にとるべき行動 

(カ)　地震発生時の地震情報（震度､長周期地震動階級、震源､マグニチュー

ド､地震活動の状況等）に関する知識 

(キ)　「自らの命は自らが守る」という「自助」の防災意識 

(ク)　地域、職場、家庭等のコミュニティにおいて相互に協力し、助け合う

「共助」の防災意識 

(ケ)　地震が発生した場合の出火防止対策、近隣の人々と協力して行う救助

活動、応急手当、避難行動、自動車運転の自粛等様々な条件の下で防災

上とるべき行動に関する知識 

(コ)　正確な情報の入手方法 

(サ)　要配慮者に対する配慮 

(シ)　男女のニーズの違いに対する配慮 

(ス)　防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

(セ)　地域における避難対象地区、土砂災害警戒区域等に関する知識 

(ソ)　地域における指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路に関する知識 

(タ)　避難生活に関する知識 

(チ)　平常時から町民が実施し得る、家具の固定、消火器、ガスマイコンメ

ーター及び感震ブレーカーの設置等の出火防止措置等の平素からの対

策及び災害発生時における応急措置の内容や実施方法 

(ツ)　住宅の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

(テ)　南海トラフ地震（東海地震を含む）に関する知識 

ａ　南海トラフ全域を対象として、異常な現象を観測した場合や地震発生

の可能性が相対的に高まっていると評価した場合等に、南海トラフ地震

臨時情報を気象庁が発表するという知識 

ｂ　南海トラフ地震防災対策推進地域においては、南海トラフ地震臨時情
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報が発せられた場合にとるべき行動等の知識 

ｃ　南海トラフ地震防災対策推進地域においては、南海トラフ地震の発生

形態には多様性があるという知識 

ｄ　東海地震に係る地震防災対策強化地域においては、東海地震に関連す

る情報、警戒宣言が発せられた場合にとるべき行動等の知識 

(ト)　緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動 

(ナ)　「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原

則や安否確認手段について平時から積極的に広報するよう努める。 

(ニ)　被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることについて 

イ　県所有の地震体験車等を、利用して住民が地震の恐ろしさを身をもって体

験し、どのように行動すべきか身をもって体験できる機会を設けるものとす

る。 

ウ　防災マップ、地区別防災カルテ、防災マニュアル、ハザードマップ等を作　

成配布し、徹底した情報提供を行う。 

エ　自主防災組織における防災マップ、地区別防災カルテの作成に対する協力

について指導推進する。 

エ　防災マップ、地区別防災カルテの配布にあたっては、それらが持っている

意味、活用方法について充分な理解が得られるよう啓発の機会を設定するも

のとする。この際、被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることも併せ

て周知する。 

オ　教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関するテキストやマニ

ュアル等の配布、有識者による研修会や講演会、実地研修の開催等により防

災教育を実施する。 
カ　町民等の防止意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成促進のため、

防災に関する様々な動向や各種データをわかりやすく発信する。 

キ　防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン等を

通じ、各種講習会、イベント等を開催し、水防、土砂災害、二次災害防止等

に関する総合的な知識の普及に努める。 

ク　大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携し

て、実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

ケ　地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配

慮し居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、住

民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るも

のとする。また、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、

感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。 

(３)　自主防災組織等が実施する計画 

地区別防災カルテ等は、きめ細かな防災情報を掲載するとともに、防災知

識の普及、防災意識の高揚、的確な災害対応の観点からも、自主防災組織



震災対策編　　第１章　災害予防計画

- 34 -

等が作成に参画することが望ましく、自主防災組織等は積極的に地区別防

災カルテ等の作成に参画する。 

(４)　町民等が実施する計画 

各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等に積極的に参加するととも

に、家庭防災会議を定期的に開き、次の活動を通じて防災意識を高める。 

ア　避難路、指定緊急避難場所、指定避難所の確認 

イ　発災時の連絡方法等（連絡方法や避難ルールの取決め等）の確認 

ウ　幼児や高齢者の避難についての役割の確認 

エ　災害用の非常持出袋の内容、保管場所の確認 

オ　備蓄食料の試食及び更新 

カ　負傷の防止や避難路確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

キ　地域の防災マップの作成 
ク　地域の防災訓練など自発的な防災活動への参加 
ケ　保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

(５)　報道機関等が実施する計画 

報道機関等は、防災知識の普及啓発に努める。 

(６)　企業等が実施する計画 

企業等においても、災害発生時に企業が果たす役割を踏まえた上で、災害

時の行動マニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練の実施等防災活動を

推進するよう努める。 

(７)　関係機関が実施する計画 

消防機関等は、それぞれの普及計画に基づき、住民を対象に応急手当(救

急法)の講習会を実施する。 

 

２　防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及 

(１)　現状及び課題 

危険物を使用する施設、病院及び社会福祉施設等の要配慮者利用施設、旅

館・ホテル、商業施設等、不特定多数の者が利用する施設の管理者の発災

時の行動の適否は非常に重要である。 

したがって、これら防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及

を積極的に行う必要がある。 

(２)　実施計画 

町で管理している防災上重要な施設については、その管理者等に対して、

発災時における行動の仕方、避難誘導について配慮すべき事項、どのよう

な危険があるか、要配慮者に対する配慮等防災思想の普及徹底を行う。 

 

３　学校等における防災教育の推進 

(１)　現状及び課題 
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学校等において、児童生徒等が正しい防災知識を身につけることは、将来

の災害に対して強い町民を育成する上で重要である。 

そのため、体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育に関する指導

内容の整理、指導時間の確保などを行ったうえで、学校等における防災訓

練等をより実践的なものにするともに、学級活動等を通して、防災教育を

推進する。 

(２)　実施計画 

ア　学校等においては、大規模災害にも対処できるよう、関係機関と連携した

より実践的な防災訓練の実施に努める。 

イ　消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものとす

る。 

ウ　児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活用

して次の事項等について指導を行い、自らの安全を確保するための行動及び

他の人や集団、地域の安全に役立つ行動知識等を養う。 

(ア)　防災知識一般 

(イ)　避難の際の留意事項 

(ウ)　登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

(エ)　具体的な危険箇所 

(オ)　要配慮者に対する配慮 

エ　教職員向けの指導資料の活用や研修会等の実施により、教職員の安全・防

災意識の高揚を図る。 

 

４　職員等に対する防災知識の普及 

(１)　現状及び課題 

防災関係の業務に従事した経験のない職員の防災知識は、必ずしも十分と

はいえない。そこで、防災関係の職員はもちろん、全ての職員に対しても

防災知識の普及を図る。 

(２)　実施計画 

各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等への参加を通じて、防災関

係職員以外の職員に対しても、次の事項について防災知識の普及、防災意

識の高揚を図る。 

ア　地震及び津波に関する一般的な知識 

イ　地震発生時の地震動及び津波に関する知識 

ウ　地震が発生した場合に具体的に取るべき行動に関する知識 

エ　地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割 

オ　地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

カ　今後地震対策として取り組む必要のある課題 
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５　大規模災害の教訓や災害の歴史の伝承 

(１)　現状及び課題 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害の歴史を確実に後世に伝えてい

く必要がある。 

(２)　実施計画 

ア　過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていく

ため、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイ

ブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲

覧できるよう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。 
また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモ

ニュメント等）の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとす

る。 

さらに、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害

に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等によ

り、町民が災害教訓を伝承する取組を支援する 
イ　町民は、自らの災害教訓の伝承に努める。 
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節 節名

風水害対策編 

参 照 ペ ー ジ
各節の使用方法

 
第 30 節 防災訓練計画

第１章 

108

「風水害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に

 
第 31 節 災害復旧・復興への備え

第１章 

112

 
第 32 節

自主防災組織等の育成に関す

る計画

第１章 

114

 
第 33 節 企業防災に関する計画

第１章 

117

 
第 34 節 ボランティア活動の環境整備

第１章 

119

 
第 35 節

災害対策基金等積立及び運用

計画

第１章 

122
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第３６節　震災対策に関する調査研究及び観測 

第１　基本方針 

地震による災害は、その災害事象が広範かつ複雑であり、震災対策の推進にお

いては、様々な分野からの調査研究が重要となる。 

国においては、地震予知研究をはじめ様々な研究が行われているところである

が、近年のライフライン施設への依存度の増大、居住地域の拡大等、災害要因は

一層多様化しているため、必要に応じて関係機関と連携し科学的な調査研究を行

い、総合的な災害対策の実施を図っているが、さらに最新のデータを用い、科学

技術等の進歩に対応し最も有効な手段を活用した調査研究を検討する必要がある。 

 

第２　主な取組み 

町、県及び関係機関が協力し、断層及び地質の調査、地震に関する情報の収集

整理等を推進する。 

 

第３　計画の内容 

１　実施計画 

(１)　地域の災害特性や災害危険性を科学的・総合的に把握するため、防災アセ

スメントを実施し、その結果を計画の中で明らかにする。 

(２)　国、県が行う、観測施設の設置等に積極的に協力し、町内のデータの累積

に努める。 
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節 節名

風水害対策編 

参 照 ペ ー ジ
各節の使用方法

 

第 37 節 観光地の災害予防計画
第１章 

124

「風水害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に



 

 

 

 

 

 

 

第２章　災害応急対策計画 
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第１節　災害情報の収集・連絡活動 

 

第１　基本方針 

地震が発生し、緊急地震速報を受信した町及び放送事業者は、直ちに住民等へ

の伝達に努めるものとする。 

災害が発生した場合、各防災関係機関は直ちに災害時における被害状況の調査

体制をとり、迅速・的確な被害状況の調査を行う。調査における調査責任機関、

調査報告様式及び連絡ルート等は次による。 

 

第２　活動の内容 

１　緊急地震速報の伝達 

(１)　伝達体制及び通信施設、設備の充実 

緊急地震速報の伝達を受けた町及び放送事業者は、直ちに住民等への伝達

が出来るように、その伝達体制及び通信施設、設備の充実に努める。 

(２)　実施計画 

ア　町が実施する対策 

伝達を受けた緊急地震速報を住民及び来庁者に直ちに伝達するため、その

伝達体制及び通信施設、設備の充実を図るよう努めるものとする。 

 

２　報告の種別 

(１)　概況速報 

災害が発生したとき、災害対策本部を設置したとき、又は大量の 119 番通

報等異常と思われる事態が発生したときは直ちにその概況を報告する。 

(２)　被害中間報告 

被害状況を収集し、遂次報告するとともに、先に報告した事項に変更があ

った場合は、その都度変更を報告する。 

(３)　被害確定報告 

同一の災害に対する被害調査が終了し、被害が確定したときに報告する。 

 

３　被害状況等の調査と調査責任機関 

（１） 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得

て実施する。調査に当たっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な

情報の把握に努めるものとする。 

（２） 町は、被害が甚大である等、町において被害調査が実施できないときは、

次表の協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機

関等は速やかに必要な応援を行い、被害情報等の把握に努める。 
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（３） 北アルプス地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・

連絡体制の強化が必要であると認められる場合は、県危機管理防災課（総

括調整班）に情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求めるものと

する。この場合、県危機管理防災課（総括調整班）は必要な職員を速やか

に派遣するものとする。 

なお、派遣先において、感染症の発生及びまん 延が懸念される場合は、

感染対策を適切に行うものとする。 

（４） 町・県は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講ずることができな

いような災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報

を収集するよう特に留意し、被害の詳細が把握できない状況にあっても、

迅速に当該情報の報告に努めるものとする。 

（５） 町は、特に行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討に必要な

情報であるため、住民登録の有無にかかわらず、町域内で行方不明となっ

た者について、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるもの

とする。また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関

係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行うものとする。 

 

 
調　査　事　項 調査責任機関 協　力　機　関

 概況速報 町・北アルプス広域消防

本部

関係現地機関

 人的及び住家の被害

北アルプス地域振興局  ・高齢者等避難 

・避難指示等避難状況
町

 社会福祉施設被害 施設管理者 大町保健福祉事務所

 

農・畜・水産業被害

町

農業農村支援センター・家畜保健

衛生所・食肉衛生検査所・水産試

験場･大北農業協同組合

 
農地・農業用施設被害

北アルプス地域振興局 

・土地改良区

 
林業関係被害

町・北アルプス地域振興

局・森林管理署
北アルプス森林組合

 
公共土木施設被害

町・大町建設事務所、 

地方整備局関係機関

 

土砂災害等による被害

町・北陸地方整備局松本

砂防事務所・大町建設事

務所・犀川砂防事務所

 都市施設被害 町 大町建設事務所
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４　被害状況等報告内容の基準 

この計画における被害の程度区分の判定は、法令等に特別の定めがある場合を

除くほか、次表のとおりとする。 

 調　査　事　項 調査責任機関 協　力　機　関

 水道施設被害 町
北アルプス地域振興局  廃棄物処理施設被害 町・施設管理者

 感染症関係被害 町 大町保健福祉事務所

 医療施設関係被害 施設管理者 大町保健福祉事務所

 
商工関係被害

町

北アルプス地域振興局、 

池田町商工会

 観光施設被害 北アルプス地域振興局

 教育関係被害 設置者・管理者・町 中信教育事務所

 県有財産被害 県関係機関

 町有財産被害 町

 
公益事業関係被害

鉄道・通信、電力、 

ガス等関係機関
北アルプス地域振興局

 警察調査被害 大町警察署 町・警備業協会

 火災速報
北アルプス広域消防本部 町

 危険物等の事故による被害

 水害等情報 水防関係機関

 項　目 判　定　基　準

 
死　者

当該災害が原因で死亡し、遺体を確認したもの、又は遺体を確認

することができないが死亡したことが確実なもの。

 行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの。

 

重傷者、軽傷者

災害のため負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあるもの

のうち、「重傷者」とは、１月以上の治療を要する見込みのものと

し、「軽傷者」とは、１月未満で治療できる見込みのもの。

 
住　家

現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家

であるかどうかを問わない。

 

非住家

住家以外の建築物をいうものとする。 

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とす

る。ただし、これらの施設に常時人が居住している場合には、当該

部分は住家とする。

 住家全壊 

(全焼、全流失)

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、

住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚
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５　災害情報の収集・連絡系統等 

(１)　報告様式 

被害状況等の部門別及び被害種別の報告様式は、資料編、03 災害情報の

収集・連絡関係、資料 03-１被害状況報告等のとおりとする。 

(２)　連絡系統 

被害状況等の収集・連絡系統は、次の図によるものとする。 

ただし、緊急を有する場合、町は直接県関係課に報告し、その後において

北アルプス地域振興局等の機関に報告する。 

 だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体

的には、住家の損壊、焼失若しくは流出した部分の床面積がその住

家の延床面積の 70％以上に達した程度のもの、又は住家の主要な

構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住

家の損害割合が 50％以上に達した程度のもの。

 

住家半壊 

(半焼)

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すな

わち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる

程度のもので、具体的には損壊部分がその住家の延床面積の 20％

以上 70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以

上 50％未満のもの。

 

一部損壊

全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする

程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さ

なものは除く。

 
床上浸水

住家の床から上に浸水したもの、及び全壊、半壊には該当しない

が、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの。

 床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したもの。

 
罹災世帯

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を

維持できなくなった生計を一にしている世帯。

 罹災者 罹災世帯の構成員。
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ア　概況速報（様式第１号） 

消防庁への速報は、様式第 21 号(表 21 の２) 

 
 
 
 
 
 
 

 

イ　人的及び住家の被害状況報告（様式第２号） 

避難指示等避難状況報告（様式第２-１号） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが

判明した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者等の者は外

務省）又は県危機管理防災課（災害対策本部）にも連絡する。 
 

ウ　社会福祉施設の被害状況報告（様式第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ　農業関係被害状況報告（様式第５号） 

(ア)　農・畜・養蚕・水産業被害状況報告 

 
 
 
 
 

 
 

県関係課

池田町
地域振興局 

総務管理･環境課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

消 防 庁

関係機関

指定地方行政機関等

県関係現地機関

内 閣 府

自 衛 隊

池田町
地域振興局 

総務管理･環境課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

消 防 庁

関係機関

厚生労働省

保健福祉事務所 

福　祉　課

池田町
地域振興局 

総務管理･環境課

県健康福祉政策課
県健康福祉部 

関　係　課
施設管理者

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

池田町

地域振興局 

総務管理･環境課

地域振興局 

農　政　課

農林水産省

県農業政策課
県危機管理防災課 

（災害対策本部室）
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(イ)　農地・農業用施設被害状況報告(農業集落排水施設を除く) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ウ)　農業集落排水施設被害状況報告 

 

 

 

 
 
 

 

 

オ　林業関係被害状況報告（様式第６号） 

 
 
 
 
 
 

 

 

カ　土木関係被害状況報告（様式第７号） 

(ア)　公共土木施設被害状況報告等 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

(イ)　土砂災害等による被害報告 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

県農業政策課池田町

地域振興局 

総務管理･環境課

地域振興局 

農地整備課

農林水産省

県農地整備課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

池田町
地域振興局 

農地整備課

地域振興局 

総務管理･環境課 農林水産省

県農地整備課 

県生活排水課
県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

池田町
地域振興局 

林　務　課

地域振興局 

総務管理･環境課

県林務部関係課

農林水産省

県森林政策課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

池田町

地域振興局 

総務管理･環境課

建設事務所 

砂防事務所

国土交通省

県河川課

関係機関

自 衛 隊

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

池田町
建設事務所 

砂防事務所

地域振興局 

総務管理･環境課 国土交通省

県砂防課

関係機関

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

自 　衛 　隊
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キ　都市施設被害状況報告（様式第８号） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ク　水道施設被害状況報告（様式第９号） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ケ　廃棄物処理施設被害状況報告（様式第 10 号） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

コ　感染症関係報告（様式第 11 号） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

池田町

地域振興局 

総務管理･環境課

建設事務所

国土交通省

県都市・まちづくり課 

県生活排水課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

池田町

地域振興局 

総務管理･環境課

地域振興局 

環　境　課

厚生労働省

県水大気環境課

自 　衛 　隊

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

環 境 省

県資源循環推進課池田町

地域振興局 

総務管理･環境課

地域振興局 

環　境　課

自 　衛 　隊 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

池田町

地域振興局 

総務管理･環境課

県保健・疾病対策課

厚生労働省 自 　衛 　隊

保健福祉事務所 

健康づくり支援課

県健康福祉政策課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）
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サ　医療施設関係被害状況報告（様式第 12 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

シ　商工関係被害状況報告（様式第 13 号） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ス　観光施設被害状況報告（様式第 14 号） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セ　教育関係被害状況報告（様式第 15 号） 

(ア)　市町村施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設管理者

地域振興局 

総務管理･環境課 厚生労働省

県医療推進課保健福祉事務所 

総　　務　　課

県健康福祉政策課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

池田町

地域振興局 

総務管理･環境課 厚生労働省 

経済産業省

県産業政策課 県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

地域振興局 

商工観光建築課

池田町

地域振興局 

総務管理･環境課

地域振興局 

商工観光建築課

環　境　省 

観　光　庁 

県山岳高原観光課 

観光情報センター

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

池田町

地域振興局 

総務管理･環境課

教育事務所 

文部科学省

県教育委員会関係課 県教育政策課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）
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(イ)　県施設 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(ウ)　私立施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(エ)　文化財 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ソ　県有財産（企業財産を含む）被害状況報告（様式第 16 号） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

タ　市町村有財産の被害状況報告（様式第 17 号） 

 

 

 

 

注：他の報告系統に含まれない施設についてのみあげること。 

 

池田町 施設管理者

地域振興局 

総務管理･環境課 文部科学省

県教育委員会関係課

県教育政策課
県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

県財産活用課 

地域振興局 

総務管理･環境課

施設管理者池田町

文部科学省

県私学・高等教育課 県教育政策課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

所有者

池田町

地域振興局 

総務管理･環境課

教育事務所 

文　化　庁

県教育政策課
県文化財・ 

生涯学習課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

（企業財産）

池田町

地域振興局 

総務管理･環境課

県有財産管理者 県関係課 県財産活用課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

池田町
地域振興局 

総務管理･環境課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）
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チ　公益事業関係被害状況報告（様式第 18 号） 

 

 

 

 

 

※　破線は地方事務所への連絡系統が確立されている公益事業関係機

関から報告の場合 

 

ツ　火災即報 

 

 

 

 

 

 

 

テ　火災等即報（危険物に係る事故） 

 

 

 

 

 

ト　警察調査被害状況報告（様式第 20 号） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ナ　水防情報（雨量・水位の通報） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

関係機関
地域振興局 

総務管理･環境課

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

北アルプス広域消防本部
地域振興局 

総務管理･環境課
消　防　庁

県　消　防　課 

（災害対策本部室）

北アルプス広域消防本部 消　防　庁
県　消　防　課 

（災害対策本部室）

警備業協会

交　　　番 

駐　在　所

池田町

警　察　署

地域振興局 

総務管理･環境課

県警察本部

管区警察局 自衛隊偵察班

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）

　　　オンライン配信又はＮＴＴ

ファクシミリ等 
 

統一河川情報システム 
 
　　　　県水防情報システム 
 

　　　　ファクシミリ 
水防管理団体 

（池田町）

現地指導班 

（建設事務所）

国土交通省 

河川事務所
県水防本部

長野地方気象台

地域振興局 

総務管理･環境課

ダム・水門管理者

県危機管理防災課 

（災害対策本部室）
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(３)　関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は次

のとおりである。 

ア　被害報告等 

(ア)　あらかじめ定められた「町地域防災計画」等における情報収集連絡体

制をとり、第２の３において市町村が調査機関として定められている事

項については被害状況等を調査のうえ、第２の４に定める様式及び連絡

系統により県現地機関等に報告するものとする。なお、火災・災害等即

報要領第３直接即報基準に該当する災害が発生した場合は、消防庁に対

しても直接報告するものとする。 

(イ)　町における体制のみでは、円滑な情報収集連絡の実施が困難と認めら

れる場合は、北アルプス地域振興局長に応援を求める。 

(ウ)　県庁の被災、通信の途絶等により、県関係課との情報連絡がとれない

場合は、総務省消防庁に直接被害状況等の連絡を行う。この場合の対象

となる被害は、次のとおりとする。 

なお、県への情報連絡が可能となった時点で、直ちに通常の系統に戻

すものとする。 

(エ)　「防災情報システム」が運用開始された際には、被害情報等による関

係機関との情報共有に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ　地震情報 

気象庁及び長野地方気象台は、地震発生後、地震に関する情報を次のとお

り発表・伝達する。 

【 県地域防災計画（抜粋）】 

危機管理防災課は、各課及び関係機関の被害状況等をとりまとめ、速やか

に国（総務省消防庁）、その他関係機関に報告するとともに、別節災害広報

計画により報道機関に発表する。 

(ａ) 県において災害対策本部を設置した災害 

(ｂ) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、特に報告の必要

があると認められる程度の災害 

(ｃ) (ａ)又は(ｂ)に定める災害になる恐れのある災害 

なお、国への報告は、消防組織法第 40 条に基づく災害報告取扱要領（昭

和 45 年４月 10 日付消防防第 246 号）及び火災・災害等即報要領（昭和

59 年 10 月 15 日付け消防災第 267 号）により行う消防庁への報告と一体

的に行う。
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(ア)　緊急地震速報（警報・予報） 

緊急地震速報は、地震の発生直後に震源に近い地震計でとらえた観

測データを解析して震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定

し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を推定し、可能な

限り素早く知らせる地震動の警報及び予報である。 

県、町、放送事業者等は、伝達を受けた緊急地震速報を市町村防災

行政無線(個別受信機を含む)等により住民への伝達を行うものとする。 

町は、住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては、防災行政無線

を始めとした効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の

町民への迅速かつ的確な伝達に努めるものとする。 

(イ)　緊急地震速報（警報） 

最大震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上の揺れが予想された

場合に、震度４以上又は長周期地震動階級３以上が予想される地域に対

し、揺れにより重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発表する

もの。一般にはテレビ等を通じて伝えられる。 

なお地震に対する特別警報は、震度６弱以上又は長周期地震動階級

４の揺れが予想される場合に発表される緊急地震速報が該当する。これ

については他の特別警報と異なり、県から市町村への通知、市町村から

住民等への周知の措置が義務とはなっていない。 

(ウ)　緊急地震速報（予報） 

最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上もしくは長周期地震動

階級１ 以上等と予測されたときに、主に高度利用者向けとして伝えら

れる。 

(４)　震度速報 

震度３以上を観測した場合に発表する情報。 

地震発生後約１分半で、震度３以上を観測した地域名と地震の揺れの検知

時刻を速報。 

(５)　地震情報（震源に関する情報） 

震度３以上を観測した場合に発表する情報。ただし、津波警報または注意

報を発表した場合は発表しない。 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるかもしれないが被害

の心配はない」旨を付加して、地震の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）を発表。 

(６)　地震情報（震源・震度に関する情報） 

震度３以上を観測、津波警報・注意報を発表または若干の海面変動が予想

される、緊急地震速報（警報）を発表のいずれかに該当する場合に発表する

情報。 
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地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３以上の地

域名と 市町村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合

は、その市町村名を発表。 

(７)　地震情報（その他の情報） 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度１以

上を観測した地震回数情報等を発表。 

(８)　地震情報（各地の震度に関する情報） 

震度１以上を観測した場合に発表する情報。 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合

は、その地点名を発表。 

※地震が多数発生した場合には、震度３以上の地震についてのみ発表し、

震度２以下の地震については、その発生回数を「その他の情報（地震回数に

関する情報）」で発表。 

(９)　地震情報（推計震度分布図） 

震度５弱以上を観測した場合に発表する情報。観測した各地の震度データ

をもとに、250ｍ四方ごとに推計した震度(震度４以上）を図情報として発表 

(10)　長周期地震動に関する観測情報 

 震度１以上を観測した地震のうち長周期地震動階級１以上を観測した場

合に発表する情報。 

 地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級の最大値のほか、個別の観測

点毎に、長周期地震動階級や長周期地震動の周期別階級等を発表（地震発生

から 10 分程度で１回発表）。 

 

６　通信手段の確保 

防災関係機関は、災害発生後、直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに、

支障が生じた施設の復旧を速やかに行うものとする。また、支障が生じた施設が

復旧されるまでの間は、航空機、無人航空機、高所監視カメラ等による目視・撮

影、衛星携帯電話、トランシーバー等の各種移動無線通信機器及びアマチュア無

線等の活用を図る。 

(１)　災害情報の共有ならびに通信手段確保のため町同報系防災行政無線及び

県防災行政無線の活用を図る。 

(２)　災害情報の共有ならびに通信手段確保のため消防団無線、衛星携帯電話等各

種移動無線通信機器の活用を図る。 

(３)　必要に応じて、信越総合通信局に対し、災害対策用移動通信機器、災害対策

用移動電源車の貸出要請を行う。 
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節 節名

風水害対策編 

参照ページ
各節の使用方法

 

第 2 節 非常参集職員の活動
第 2 章 

33

「風水害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に



震災対策編　　第２章　災害応急対策計画

- 15 - 

第３節　広域相互応援活動 

第１　基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、被災市町村単独では十分

な応急・復旧活動を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互及び

公共機関等相互においては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑

な応急・復旧活動を実施するものとする。 

なお、本町が被災した場合にあっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅速

に把握し、応援要請に遅れが生じないよう努めるとともに、災害が発生した場合、

災害応急業務等が急激に増加し、災害マネジメント、避難所運営、罹災証明書交

付等のための要員の確保が必要になり、当該市町村の職員だけで対応していくこ

とが困難な状況になることから、応援要請に当たっては、受入れ体制に十分配慮

の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行うものとする。 

また、協定先の市町村等が被災した場合にあっては、被災地の被害状況等の情

報収集を積極的に行うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能

性があることから、相互応援協定により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援の

必要性を判断するものとする。 

なお、派遣先において、感染症の発生及びまん延が 懸念される場合は、感染

対策を適切に行うものとする。 

 

第２　主な活動 

１　被害の規模及び状況に応じ、広域受援計画に基づき速やかに応援を要請する。 

２　応援を要請したときは、円滑な受入れ体制を確立する。 

３　他市町村の災害を把握した時は、速やかな応援体制を整える。 

 

第３　活動の内容 

１　応援要請 

(１)　基本方針 

本町が被災した時は、被害状況等の情報収集を早急に行い、他の地方公共

団体や県等に対して応援要請を行う必要性の有無を速やかに判断するとと

もに、必要があると認めた場合は、直ちに応援要請、先遣隊の受入等を行い、

効果的な応急措置が実施できる体制の確立を図る。 

(２)　実施計画 

ア　消防に関する応援要請 

(ア)　県内市町村に対する応援要請 

町長は、北アルプス広域消防本部と協議のうえ、災害等の非常事態に

おいて、災害の規模及び被害状況等から自らの消防力のみでは対処でき

ない場合、又は緊急性、地理的条件、被害状況等により、近隣市町村等
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に応援を求めることがより効果的であると認められる場合は、県消防相

互応援協定に基づき、速やかに他の市町村長に対し、応援を要請するも

のとし、その旨を知事（北アルプス地域振興局経由）に連絡する。 

(イ)　他都道府県への応援要請 

町長は、前項の場合における相互応援協定に基づく県内他市町村から

の応援を受けても十分に対処できないと認めるときは、次に掲げる消防

組織法第 44 条の規定による他都道府県からの消防の応援を知事（北ア

ルプス地域振興局経由）に要請する。 

ａ　緊急消防援助隊 

ｂ　「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘ

リコプター 

ｃ　その他、他都道府県からの消防隊 

イ　消防以外に関する応援要請 

(ア)　他市町村に対する応援要請 

ａ　県内 

町長は、大規模地震災害等の非常事態において、災害の規模及び被害

状況等から、自らの人員、物資、資機材等のみでは対処できない場合、

又は緊急性、地理的条件、被害状況等により、他市町村に応援を求める

方がより効果的であると認める場合は、締結されている長野県相互応援

協定に基づき、速やかにブロック代表市町村の長等に対して応援を要請

するものとし、その旨を知事（北アルプス地域振興局経由）に連絡する。 

この場合、当該代表市町村（代表市町村が被災した場合は、あらかじ

め決められたブロック内の他の市町村）は被災市町村に対し先遣隊を派

遣し、応援の必要性を判断する。 

なお、震度６強以上の地震が観測された市町村へは、要請を待たず自

主的にブロック代表市町村が先遣隊を派遣する。 

また、被災した市町村は、先遣隊に対し必要な情報を提供する。 

ただし、ブロックを構成する市町村の大半が被災し、当該ブロック内

から先遣隊の派遣をおこなうことができない場合は、長野県市町村災害

時相互応援協定に定められた応援ブロックから先遣隊を派遣し、応援の

必要性を判断するものとする。 

ｂ　相互応援協定市町村 

町長は、前項の場合における相互応援協定に基づく他市町村からの

応援を受けても十分な応急措置が実施できないと認めるときは、締結さ

れている相互応援協定に基づき、それぞれの市町村長へ応援を要請する

ものとし、その旨を知事（北アルプス地域振興局経由）に連絡する。 

ｄ　県外 
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町長は、前２項の場合における相互応援協定に基づく他市町村からの

応援を受けても十分な応急措置が実施できないと認められるときは、協

定締結外の市町村長に対し、次に掲げる事項を明らかにして、災害対策

基本法第 67 条の規定に基づき、応援を要請するものとし、その旨を知

事（北アルプス地域振興局経由）に連絡する。 

 

〈応援の要請事項〉 

○　応援を求める理由及び災害の状況 

○　応援を必要とする職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間等 

○　応援を必要とする物資、資機材等の品名、数量、搬入場所等 

○　その他必要な事項 

(イ)　県に対する応援要請等 

町長は、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときは、

知事等に対し、前項に掲げる事項を明らかにして、災害対策基本法第 68

条の規定に基づき応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。 

(ウ)　指定地方行政機関等に対する職員の派遣要請等 

町長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があると認めるときは、

災害対策基本法第 29 条及び第 30 条の規定により職員派遣の要請、又は

斡旋を求める。 

 

２　受援体制の整備 

(１)　基本方針 

他の市町村等から応援を受ける場合において、町、県、公共機関及びその

他事業者（以下「応援側」という。）と協力して円滑かつ効果的な応急措置

を実施するためには、被災地方公共団体等（以下「要請側」という。）の円

滑な受入体制の整備が重要になる。 

(２)　実施計画 

ア　円滑な受入れ体制の整備のため、あらかじめ応急対応業務に必要な物資、

人員等について、地域防災計画、受援計画、避難所運営マニュアル、業務継

続計画等に規定し、不足が見込まれる場合は、協定等による他からの応援に

より確保する方法を検討する。 

イ　応援を受けた場合の配置、指揮命令系統等の応援活動に必要な基本的事項

を検討のうえ整備する。 

ウ　県及び町は、応援職員が宿泊場所を確保することが困難な場合に、公共施

設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地などの確保に配慮

するものとする。 
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３　応援体制の整備 

(１)　基本方針 

ア　相互応援協定に基づく迅速な応援 

応援活動は、被災した他の市町村等が必要とする応急措置等を、迅速かつ

的確に行うことが重要となることから、町では災害の発生を認知したときは、

締結されている相互応援協定等に基づき、速やかに情報収集を行うとともに、

応援体制を整え、要請を受けた場合は早急に出動する必要がある。 

イ　要請を待たない自主的出動等 

通信の途絶等により要請がない場合でも、災害の規模等から緊急を要し、

要請を待ついとまがないと認められる時は、要請を待たず自主的に出動等を

する必要がある。 

この場合、相互応援協定等により先遣隊を派遣し、情報収集等を行う。 

(２)　実施計画 

ア　情報収集及び応援体制の確立 

(ア)　応援側は、災害時は、速やかに災害規模等の情報収集を行うとともに、

応援体制を整え、要請側から要請を受けた場合は、直ちに出動する。 

(イ)　県及び町は、県外で大規模災害が発生した場合には、一体となって的

確支援を行うものとする。 

イ　指揮 

応援側は要請側の指揮の下で、緊密な連携を図りつつ応援活動を実施する。 

ウ　自給自足（自己完結型） 

応援側は要請側の負担とならないよう、自給自足の応援体制及び応援期間

が長期に及ぶ場合を想定した職員等の交替について留意する。 

エ　自主的活動 

通信の途絶等により、要請がなく、かつ連絡ができない場合において、災

害の規模等から緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、

締結されている相互応援協定等に基づき、自主的に応援活動を行う。 

 

４　経費の負担 

(１)　他の市町村、県及び国等から派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負

担方法は法、協定等に定める方法による。（災害対策基本法施行令第 18 条） 

(２)　前項以外の応援に要した経費は、法令その他特別の定めがある場合を除き、

締結された相互応援協定に定められている方法による。 

 

第４　他の都道府県等への応援 

１　長野県合同災害支援チームとして実施する対策 

町及び県は、「長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協

定」に基づき支援を行うものとする。 
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(１)　主な支援内容 

ア　被災県等への職員の派遣及び物資の提供 

イ　被災者の受入れ及び施設の提供 

(ア)　町内医療機関での傷病者の受入れ 

(イ)　町内での避難所、応急仮設住宅等の提供 

ウ　その他被災県等との協議の中で必要と認めた支援 

 

広域相互応援体制図 

長野県市町村災害時相互応援協定連絡調整系統→風水害対策編第２章災

害応急対策計画参照 
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節 節名

風水害対策編 

参照ページ
各節の使用方法

 
第４節 ヘリコプターの運用計画

第 2 章 

54
「風災害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に

 
第５節 自衛隊の災害派遣

第 2 章 

59

 
第６節 救助・救急・医療活動

第 2 章 

61
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第７節　消防・水防活動 

第１　基本方針 

大規模地震等発生時においては、建築物の倒壊等の直接的な被害とともに、二

次的に発生し、多くの人的、物的被害を及ぼす同時多発火災に対する初期消火、

延焼拡大防止活動及び救助・救急活動等の消防活動並びに当該地震により、堤防

その他の施設が損壊し、浸水等の被害が発生し又は発生するおそれがある場合に

おける水防活動を、関係機関及び自主防災組織等と連携して、迅速かつ効果的に

実施する。 

また、自らの消防力又は水防力のみでは、十分な応急措置が実施できない、又

は実施することが困難と認められるときは、消防相互応援協定等に基づき、速や

かに他の地方公共団体等に応援を要請し、応急措置に万全を期する。 

 

第２　主な活動 

１　火災による被害の拡大を防止するため、初期消火、延焼拡大防止活動及び救

助・応急活動等の消防活動を行う。 

２　堤防その他、施設の損壊による洪水等による水害を防止するため、監視・警戒

及び水防作業等の水防活動を行う。 

 

第３　活動の内容 

１　消防活動 

(１)　基本方針 

大規模災害発生時においては、火災による被害の拡大防止を図る必要があ

り、町民等による火災発生防止対策及び火災発生時の初期消火活動が重要に

なる。 

また、火災が発生した場合、消防機関は、関係機関及び自主防災組織等と

連携し、自らの消防力及び必要に応じて他の地方公共団体に応援を要請し、

延焼の拡大防止及び救助・救急等の消防活動を行う。 

(２)　実施計画 

ア　消火活動関係 

(ア)　出火防止及び初期消火 

町民及び事業者等に対し、出火防止及び初期消火の徹底について広

報を行う。 

(イ)　情報収集及び効率的な部隊配置 

町内の火災発生状況、消火栓・防火水槽等の被害状況及び警察署、

道路管理者との連携や、出動隊の報告等による道路状況等の情報収集を

速やかに実施し、重点的、効果的な部隊の配置を行う。 
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特に、大規模な火災発生時においては、あらかじめ定めた火災防御計

画等に基づき、重要防御地域等の優先等により、消防力の効率的運用を

図る。 

また、関係機関及び自主防災組織等と連携して、迅速かつ的確な消火

活動を行う。 

(ウ)　応援要請等 

ａ　町長は、速やかに被害状況を把握し、被害の状況から自らの消防力だ

けでは対処できないとき、又は対処できないと判断するときは、北アル

プス広域連合長に要請し、長野県消防相互応援協定に基づき他の市町村

長に対して応援を求める。 

ｂ　町長は、被害の状況から長野県消防相互応援協定に基づく応援体制に

よっても対処できないとき、又は対処できないと判断する等、緊急の必

要があると認められ、他都道府県の応援を求めるときは、広域連合長と

調整し、知事に対して次に掲げる事項について口頭又は電話等により要

請するものとし、事後において速やかに文書を提出する。 

○　被害の状況 

○　必要とする車両及び人員等 

○　応援場所、集結場所及び経路 

○　連絡調整担当者 

ｃ　町長は、ヘリコプターの応援要請を求めようとするときは、本章第４

節「ヘリコプターの運用計画」により要請する。 

イ　救助・救急活動関係 

大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広範囲にわ

たることが予想されることから、町民、自主防災組織等の協力及び警察署、

医療機関等関係機関との連携を図るとともに、必要に応じて相互応援協定に

基づく応援要請等を速やかに行い、迅速かつ的確な救助・救急活動を行う。 

なお、本項については、本章第６節「救助・救急・医療活動」に定める。 

ウ　町民、事業所及び自主防災組織等が実施する計画 

(ア)　出火防止、初期消火活動等 

町民等は、地震発生時には、使用中のコンロ、ストーブ、その他火

災発生の原因となる火気器具等の取扱いに十分留意し、火災の発生を防

止するとともに、火災が発生した場合は、積極的な初期消火活動の実施

及び消防機関への協力に努める。 

また、自主防災組織等においても初期消火活動を実施するとともに、

消防機関に協力して延焼拡大の防止に努める。 

なお、町民等は、避難の際に電源についてブレーカーの遮断を行い、

電気器具等からの出火防止を図る。 

(イ)　救助・救急活動 
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住民同士等により、自発的に負傷者の救助・救護活動を行うととも

に、（共助）消防機関等に協力する。特に、道路交通網の寸断が予想さ

れることから、消防機関等の現場到着前の初期における救助・救護活動

は、人命救助の上から重要となるため、積極的に行うよう努める。 

 

２　水防活動 

(１)　基本方針 

大規模地震発生時において、河川等の護岸、堤防の損壊及び山腹の崩壊等

によるせき止め、溢流、氾濫等により水害が発生し、又は発生が予想される

場合、これを警戒するとともに、防御し、また、これによる被害を軽減する

ため、水防体制を確立して、状況を的確に判断し、円滑な水防活動を実施す

る。 

(２)　実施計画 

ア　監視・警戒活動 

水防管理者（町長）は、地震発生後、その管轄する水防区域において、ダ

ム、河川、ため池等の護岸、堤防等の巡視を行い、早期に損壊箇所及び危険

箇所等を把握し、必要な応急措置を講ずる。 

イ　通報・連絡 

水防管理者（町長）は、監視・警戒活動によって損壊箇所又は危険箇所等

を発見したときは、直ちに次の管理者等に通報するとともに、水防活動に必

要な人員及び資機材を確保する。 

○　大町建設事務所 

○　氾濫等の恐れのある下流域の隣接市町村 

ウ　水防活動の実施 

水防管理者（町長）は、損壊箇所及び危険箇所等に対して、できる限り氾

濫等による被害が拡大しないよう、応急措置として現場の状況、工作物の構

造及び使用材料等を考慮して、迅速かつ適切な水防活動を実施する。 

また、重機による水防活動が必要な場合においては、必要に応じて民間業

者等の協力を得る。 

エ　水防資機材の借用 

水防管理者（町長）は、水防活動中、資機材に不足が生じた場合は、あら

かじめ定めた水防倉庫等から資機材を調達する。なお、調達ができないとき

は県又は民間業者等から借用する。 

オ　高齢者等避難、避難指示 

町長は、河川の氾濫等により人命への危険が切迫、又は危険が予想される

場合は、高齢者等避難、避難指示を速やかに町民に対して実施する。 

カ　応援による水防活動の実施 
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(ア)　町長（水防管理者）は、速やかに被害状況等を把握し、これらの状

況から水防活動に関して自らの水防力のみでは対処できない場合、又は

対処できないことが予測される等緊急の必要があると認めるときは、締

結されている相互応援協定に基づき、他の市町村長に対して応援を要請

する。 

(イ)　町長（水防管理者）は、他の市町村からの応援によっても対処でき

ない場合、又は対処できないことが予測される等緊急の必要があると認

め、県又は他の都道府県の応援を求めるときは、知事に対して次に掲げ

る事項について、口頭又は電話等により応援要請をするものとし、事後

において速やかに文書を提出する。 

○　被害の状況 

○　必要とする資機材及び人員等 

○　連絡場所、集結場所及び経路 

○　連絡調整担当者 

○　その他必要な事項 

(ウ)　町長（水防管理者）は、ヘリコプターの支援を求めようとするとき

は、本章第４節「ヘリコプターの運用」により要請する。 

(エ)　町長は、自衛隊の派遣を求めようとするときは、本章第５節「自衛

隊災害派遣活動」により派遣を求める。 

(オ)　町長は、他の地方公共団体の応援を要請するときは、必要とする資

機材、ヘリポート等、応援活動上必要となる施設・設備等について必要

に応じて確保する。 

また、待機場所の確保、食糧の供給等、後方支援についても、必要

に応じて応援側の到着までに整える。 

(カ)　町長は、他の水防管理者から応援を求められたときは、できる限り

その求めに応じるものとし、速やかに応援体制をとる。その際、応援職

員等は必要に応じて、被災地到着後 72 時間は自給自足のできる体制を

とる。 
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節 節名

風水害対策編 

参照ページ
各節の使用方法

 
第８節 要配慮者に対する応急活動

第 2 章 

69

「風災害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に

 
第９節 緊急輸送活動

第 2 章 

72
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第１０節　障害物の処理活動 

第１　基本方針 

発災後は、直ちに復旧作業、救援活動を開始する必要があることから、これら

活動を阻害する道路上の放置車両や立ち往生車両、被災車両及び倒壊物件等によ

る交通障害物を直ちに除去し、作業車両、救援車両の交通路を優先して確保しな

ければならない。 

障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、先遣隊

等を派遣して障害情報を早期に収集し、障害物除去に対処することが必要である。 

また、障害物の集積、処分にあたっては、集積場所の確保に加え、複雑な所有・

権利関係を考慮に入れ、速やかな物件の集積、処分ができるよう措置する必要が

ある。 

 

第２　主な活動 

１　障害物の除去処理については、関係機関との連携のもと、原則として障害とな

っている物件所有者又は管理者が行う。 

２　除去障害物の集積、処分については、原則として除去障害物の所有者又は管理

者が集積場所を事前に選定・確保するとともに、速やかな処分を行う。 

 

第３　活動の内容 

１　障害物除去処理 

(１)　基本方針 

障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、復

旧作業車両、救援車両の交通路を優先して確保するため、障害物の権利関係

に留意しつつ、緊急輸送道路上の放置車両、被災車両及び倒壊物件等の交通

障害物を直ちに除去する。 

(２)　実施計画 

ア　障害物の除去作業は、周囲の状況等を考慮し、事後に支障が生じないよう

配慮して行う。 

イ　放置車両等の移動等 

(ア)　町管理の道路上で、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、 

緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者

等に対し車両の移動等の命令を行う。 

(イ)　運転者がいない場合等においては、自ら車両の移動等を行う。 

ウ　応援協力体制 

(ア)　町内に所在する関係機関から応援、協力要請があったときは、必要に

応じて適切な措置を講ずる。 

(イ)　町のみで実施することが困難な時は、県等に応援・協力を要請する。 
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２　除去障害物の集積、処分方法 

(１)　基本方針 

障害物の集積、処分は、その障害物の所有者又は管理者が行うものである

が、一時的に多量に出る障害物が二次災害の原因となる等の事後、支障が生

じないよう、集積場所を確保するとともに、障害物の権利関係を事前又は発

災後直ちに確認し、速やかに物件の集積、処分を行う。 

(２)　実施計画 

ア　障害物の集積、処分の方法 

(ア)　自らの組織、要員、資機材を用い、又は建設業者等の協力を得て、

速やかに行う。 

(イ)　集積、処分は、周囲の状況等を考慮し、事後に支障が生じないよう

配慮して行う。 

イ　必要な資機材等の整備 

(ア)　資機材及び要員の調達、提供にあたっては、建設業協会等との協定

に基づき確保する。 

(イ)　建設業協会等との協定に基づき調達された資機材等の集積場所又は

要員の集合場所は、集積又は処分作業現場等とする。 

ウ　障害物の集積場所 

集積場所は、それぞれの実施者が判断するものとするが、概ね次の場所に

おいて保管・処分するものとし、用地管理者等と協議し、あらかじめ場所を

選定する。 

(ア)　保管するものについては、その保管する障害物に対応する適切な場

所 

(イ)　処分するものについては、実施者の管理する遊休地及び空地その他

処分に適切な場所 

(ウ)　障害物が二次災害の原因になる恐れのない場所 

(エ)　広域避難場所として指定された場所以外の場所 

エ　応援協力体制 

(ア)　町内に所在する各関係機関等から集積、処分について応援、協力要

請があったときは、必要に応じて適切な措置を講ずる。 

(イ)　町のみでの実施が困難なときは、県等に応援・協力を要請する。 
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第１１節　避難受入れ及び情報提供活動 
第１　基本方針 

地震時においては、建築物の破損、火災、崖崩れ等が予想され、町民の身体生

命に大きな被害を及ぼす恐れがあるので、避難に係る的確な応急対策は、第１時

的実施責任者である町長が中心に計画作成をしておくものとする。 

その際、要配慮者についても十分配慮するものとする。 

特に、町内には、多くの要配慮者利用施設が土砂災害警戒区域等内に所在して

いるため高齢者等避難の情報提供や、避難指示、警戒区域の設定並びに避難誘導

の実施に当たっては、これらの施設に十分配慮する。 

 

第２　主な活動 

１　町長等は適切に避難指示等を発令し、速やかにその内容を町民全体に周知する。 

２　必要に応じて警戒区域の設定を行う。 

３　避難誘導にあたっては要配慮者に配慮し、誘導員は的確な指示を行う。 

４　避難者のために指定避難所を開設し、良好な避難生活を確保する。 

５　町及び県は、広域的な避難が必要な場合は、相互に連携し、速やかな避難の

実施に努める。 

６　町及び県は、速やかに住宅の確保等を行う。 

７　町、県及び関係機関は、被災者等へ的確な情報提供を行う。 

 

第３　活動の内容 

１　避難指示 

(１)　基本方針 

地震に伴う災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特

に必要と認められる場合には、町民に対して避難指示を発令する。 

発令者は、関係機関相互に緊密な連携を図りながら、地域住民の積極的な

協力を得て、災害情報の迅速かつ的確な収集に努めるとともに、避難指示を

発令した場合は、速やかにその内容を町民に周知するものとする。 

(２)　実施計画 

ア　実施機関 

知事は、災害の発生により町がその全部又は大部分の事務を行うことがで

きなくなったときは、前表における町長の事務を、町長に代わって行う。 

 実　施　事　項 機　関　等 根　　　　拠 対　象　災　害

 

避難指示

町長
災害対策基本法第 60 条 災　害　全　般

 知事

 水防管理者 水防法第 29 条 洪　　　　　水

 知事又はその命

を受けた職員

水防法第 29 条 

地すべり等防止法第 25 条

洪水及び地すべり

災害全般

 
警察官

災害対策基本法第 61 条 

警察官職務執行法第４条
災　害　全　般

 自衛官 自衛隊法第 94 条 災　害　全　般

 指定避難所の開設､受入 町長
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イ　避難指示の意味 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身

体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認

めるときに、必要と認める地域の必要と認める居住者等（居住者、滞在者そ

の他の者をいう。以下同じ。）に対し、避難のための立退きを指示すること

をいう。 

ウ　措置及び報告、通知等 

(ア)　町長の行う措置 

ａ　避難指示 

災害時において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の

拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、国の「避難情報

に関するガイドライン」等を参考に、次の地域の居住者等に対し、避難

指示等を発令するものとする。 

(ａ)　火災が随所に発生し、炎上火災の危険があり人的災害が予測され

る地域 

(ｂ)　炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼の危険が大きな地域 

(ｃ)　避難路の断たれる危険のある地域 

(ｄ)　爆発火災が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

(ｅ)　酸素欠乏もしくは、有毒ガス等が大量に流出し、広域にわたり人

的被害が予想される地域 

このほか、土砂災害や洪水については、風水害対策編に準じて対応

するものとする。 

なお、地震発生時には、気象警報等の発表基準が引き下げられる場

合があることに留意する。 

ｂ　報告（災害対策基本法第 60 条等） 

 

　　　　　　　　　　　　　　（報　告） 

 

 

（報告様式は、本章第１節「災害情報の収集・連絡活動」参照） 

※　避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとともに、

知事に報告する。 

(イ)　水防管理者の行う措置 

ａ　指示 

水防管理者は、洪水のはん濫により危険が切迫していると認めたと

きは、その地域内の居住者に対し、避難のため立ち退きを指示する。 

 

ｂ　通知（水防法第 29 条） 

　　　　　　　　　　　　　　（通　知） 

町　　長 知　　事
（地域振興局経由）

水防管理者（町長） 警察署長
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エ　避難指示の時期 

地震災害時の火災の拡大延焼、ガス等の流出拡散、崖崩れ等により広域的

人命の危険が予測されるとき、その他町民の生命及び身体を災害から保護す

るため必要とするときに発する。 

なお、避難指示を解除する場合には、十分に安全性の確認に努める。 

オ　避難指示の内容 

避難指示の発令に際して、次の事項を明確にする。 

(ア)　発令者 

(イ)　発令日時 

(ウ)　避難情報の種類 

(エ)　対象地域及び対象者 

(オ)　緊急避難場所 

(カ)　避難の時期・時間 

(キ)　避難すべき理由 

(ク)　住民のとるべき行動や注意事項 

(ケ)　避難の経路又は通行できない経路 

(コ)　危険の度合い 

カ　町民への周知 

(ア)　避難指示の発令者は、速やかにその内容を町防災行政無線、広報車等

あらゆる広報手段を通じ、又は直接町民に対し周知する。避難の必要が

なくなった場合も同様とする。 

特に、避難行動要支援者については、個々の状況に配慮した方法によ

り、確実に伝達する。 

(イ)　 町長以外の発令者は、住民と直接関係している町長と緊密な連絡を

取り、周知徹底を図る。 

(ウ)　町長は、災害による危険区域内の居住者に避難のため立ち退くべきこ

とを知らせるため、警鐘、サイレン等による周知方法を定め、あらかじ

め周知しておく。 

(エ)　避難のため立ち退くべき地域が広範囲であるとき、ラジオ、テレビ放

送による周知がより効果的であるとき、町長は県に連絡し、ラジオ、テ

レビによる放送を要請する。 

県は「災害時における放送要請に関する協定」に基づき放送機関に対

して放送を要請する。要請を受けた放送機関は危険区域の町民に周知徹

底するため、放送時間、放送回数等を考慮して放送する。 

(オ)　町及び県は、関係事業者の協力を得つつ、同報系防災行政無線、Ｌア

ラート（災害情報共有システム）、広報車、携帯端末の緊急速報メール

機能、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等あらゆる広報手段を活用し

て、警報等の伝達手段の多重化、多様化を図る。 
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(カ)　 避難情報や災害情報の周知のため、防災行政無線をはじめとして、

コミュニティ放送、ケーブルテレビ、有線放送、電子メール等のほか、

町民の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及び被

災状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行うとともに、災

害の状況によっては臨時災害放送局の開設を検討するものとする。 

キ　避難行動要支援者の状況把握及び避難支援 

災害発生後直ちに、必要に応じて、避難行動要支援者名簿を活用し、民生

児童委員、自主防災組織、消防、警察等関係機関の協力を得て、避難行動要

支援者の避難支援をするとともに、安否、保健福祉サービスの要否等につい

て迅速かつ的確な把握に努める。 

ク　町有施設における避難活動 

災害発生時においては、火災、ガス管の破損等により、利用者及び職員に

被害を及ぼす恐れがあるため、在庁者の避難に係る的確な応急対策を行うと

ともに、要配慮者に十分配慮する。 

(ア)　施設の管理者は、災害時において利用者に危険があると予想される場

合又は利用者の生命及び身体を災害から保護するために必要な場合は

避難の誘導を行う。 

(イ)　避難指示が発令された場合は、速やかに内容を庁内放送、自衛消防隊

員等による伝令等あらゆる広報手段を通じ周知を行う。 

 

２　警戒区域の設定 

(１)　基本方針 

災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、人の生命又は身

体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときに警戒区域を

設定する。 

(２)　実施計画 

ア　実施者 

(ア)　町長、町職員（災害対策基本法第 63 条） 

(イ)　水防団長、水防団員、消防職員等（水防法第 21 条） 

(ウ)　消防吏員、消防団員（消防法第 28 条） 

(エ)　警察官（上記法で各実施者が現場にいない場合、又は依頼された場

合） 

(オ)　自衛隊法第83条第２項の規定により災害派遣を命ぜられた部隊等の

自衛官（災害対策基本法第 63 条第３項－町長又はその職権を行う者が

その場にいない場合に限る。） 

イ　警戒区域設定の内容 
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警戒区域を設定するときは、必要な区域を定めてロープ等によりこれを明

示し、その区域への立入を制限、禁止、又はその区域から退去を命ずること

をいう。警戒区域の設定が避難の指示と異なる点は、次の３点である。 

(ア)　避難の指示が対人的にとらえて指示を受ける者の保護を目的として

いるのに対し、警戒区域の設定は、地域的にとらえて立入制限、禁止

及び退去命令により、その地域の住民の保護を図ろうとするもの。 

(イ)　警戒区域の設定は、避難の指示より災害が急迫した場合に行われる場

合が多い。 

(ウ)　避難の指示については、その罰則規定がないのに対し、警戒区域の設

定は罰則規定がある。 

ウ　警戒区域の設定を行った者は、避難の指示と同様、関係機関及び町民にそ

の内容を周知する。 

エ　上記(２)ア(オ)の自衛官が警戒区域の設定を行った場合は、直ちにその旨

を町長に通知する。 

 

３　避難誘導活動 

(１)　基本方針 

避難指示の発令者は、人命の安全を第一に混乱を避け、安全かつ円滑な避

難誘導に努めるとともに、避難行動要支援者の避難に十分配慮する。 

(２)　実施計画 

ア　上記１(２)アの実施機関が実施する対策 

(ア)　誘導の優先順位 

高齢者、障がい者、傷病者、幼児、その他歩行が困難な者等、避難行

動要支援者を優先する。 

(イ)　誘導の方法 

ａ　誘導員は、指定緊急避難場所、経路及び方向を的確に指示する。 

ｂ　誘導経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他災害発生の恐れの

ある場所を避け、安全な経路を選定する。 

ｃ　危険地域には、標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置す

る。 

ｄ　浸水地にあっては、舟艇又はロープ等を使用し安全を期する。 

ｅ　誘導中は、水没、感電等の事故防止に努める。 

ｆ　高齢者、障がい者、幼児、その他歩行が困難な者及び災害の状況によ

り自力により立ち退くことが困難な者については、町が車両、舟艇及び

ヘリコプターの要請等により移送する。 

また、町民の協力を得ながら、それぞれの態様に十分配慮した迅速か

つ適切な避難誘導を行う。 
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ｇ　避難行動要支援者の避難については、避難行動要支援者名簿を使用し、

避難支援等に携わる関係者の協力を得て行う。 

ｈ　災害地が広範囲で大規模な避難のため移送を必要とし、町において処

置できないときは、北アルプス地域振興局を経由して県へ応援を要請す

る。また、状況によっては、直接他の市町村、警察署等と連携して実施

する。 

ⅰ　夜間においては、特に危険を防止するため、投光器等の照明具を最大

限活用、安全の確保に配慮する。 

ｊ　誘導員の退避を指示できる通信手段及び受傷事故を防止するための

装備の充実を図る。 

(ウ) 避難時の携帯品 

避難誘導をする者は、避難立ち退きにあたって、必要に応じ携帯品を最

小限度（貴重品、必要な食料、衣類、日用品等）とするよう適宜指導する。 

イ　町民が実施する対策 

住民等は、電源のブレーカーの遮断、使用中の火気の消火等の出火防止措

置を講じた後、互いに協力して直ちに安全な場所へ避難する。この場合、携

帯品は食料、日用品等必要最小限とする。 

 

４　避難所等の開設、運営 

(１)　基本方針 

町は、受入れを必要とする被災者の救出のために指定避難所を設置すると

ともに、自主防災組織や施設管理者等の協力を得て、良好な避難生活が行わ

れるように必要な措置をとる。 

(２)　実施計画 

ア　災害のため現に被害を受け又は受けるおそれのある者で避難しなければ

ならない者を、一時的に収容し保護するため指定避難所を開設し、住民等に

対し周知徹底を図る。また要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を開設

するものとする。指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あら

かじめ指定した施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所とし

て開設する。さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものも

含め、旅館・ホテル等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。 

イ　災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよ

う努めるものとする。 

ウ　指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等

が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難

所を開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周

知するよう努めるものとする。特に、要配慮者に配慮して、被災地域外の地
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域にあるものを含め、ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所として開設する

よう努めるものとする。 

エ　避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。 

オ　避難所を開設したときは、町長はその旨を公示し、避難所に収容すべき者

を誘導し保護する。 

カ　指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について、以下

の者の協力が得られるように努めるものとする。 

(ア)　避難者 

(イ)　町民 

(ウ)　自主防災組織 

(エ)　他の地方公共団体 

(オ)　ボランティア 

(カ)　避難所運営について専門性を有したＮＰＯ等の外部支援者 

キ　指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がか

からないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に

関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援するものとする。

この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して

協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意するこ

と。 

ク　避難者に係る情報の早期把握及び指定避難所で生活せず食料や水等を受

取りに来ている避難者等に係る情報の把握に努めるものとする。 

ケ　避難が長期にわたる場合、必要に応じ、プライバシーの確保、男女のニー

ズの違い等に配慮する。 

コ　指定避難所における生活環境について下記の事項に注意を払い、必要な措

置をとることで、常に良好なものであるよう努めるものとする。 

(ア)　トイレの設置状況等の把握に努め、簡易トイレ、トイレカー、トイレ

トレーラー等のより快適なトイレの設置への配慮 

(イ)　 食事供与の状況の把握に努め、栄養バランスの取れた適温の食事の

提供 

(ウ)　避難所開設当初からパーティションやエアベッド等の簡易ベッドの

設置 

(エ)　入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保 

(オ)　避難の長期化等に応じて、避難者の健康状態や指定避難所の環境状況

の把握 

ａ　パーティション等によるプライバシーの確保状況 

ｂ　エアベッド等の簡易ベッドの設置状況 

ｃ　入浴施設設置の有無及び利用頻度 

ｄ　洗濯等の頻度 



震災対策編　　第２章　災害応急対策計画

- 35 - 

ｅ　医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度 

ｆ　暑さ・寒さ対策の必要性 

ｇ　食料の確保、配食等の状況 

ｈ　し尿及びごみの処理状況 

(カ)　必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保等、

同行避難について適切な体制整備に努めるとともに、避難所等におけ

る家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握 

サ　指定避難所における感染症対策のため、受付時の確認、避難者の健康管理

や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト、

感染症を発症した避難者や疑いのある者 の専用スペース又は個室の確保等

の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

シ　指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズ

の違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し

場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、巡回

警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など、女

性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営管理に努めるものと

する。 

ス　指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止す

るため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・

浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、

性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や

子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。また、警察、病院、女性支

援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるもの

とする。 

セ　災害の規模、避難者の避難及び収容状況、避難の長期化等にかんがみ、必

要に応じて、ホテル・旅館等への移動を避難者に促す。 

ソ　指定避難所への収容及び指定避難所の運営管理に当たっては、要配慮者の

態様に合わせ、次に掲げる事項に十分配慮し、町民やＮＰＯ・ボランティア

等の協力を得つつ、計画的に生活環境の整備を図るものとする。 

(ア)　スロープや洋式仮設トイレの設置、段差の解消、車椅子や障がい者用

携帯便器の供給等の整備を行うものとする。 

(イ)　異性に介助される要介助者、性的マイノリティの方等が利用しやすい

ように、性別を問わず利用できるトイレ、更衣室等を設置するよう努め

るものとする。 

(ウ)　介護用品、育児用品等必要に応じた生活必需品の調達確保に努めるも

のとする。 
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(エ)　災害発生後できる限り速やかに、全ての避難所を対象として要配慮者

把握調査を行い、次のような組織的・継続的な保健福祉サービスの提供

が開始できるように努めるものとする。 

ａ　介護職員等の派遣 

ｂ　入浴サービス等在宅福祉サービスの実施 

ｃ　病院や社会福祉施設等への受入れ 

(オ)　要配慮者の心身両面の健康状態に特段の配慮を行い、メンタルケア、

保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 

(カ)　大画面のテレビ、ファクシミリ、パソコン、ホワイトボード等の設置、

アナウンス、外国語・手話通訳者の派遣等要配慮者に対する情報提供体

制を確保するものとする。 

タ　指定避難所の管理運営に当たり、災害の規模が大きく、町において人員が

不足し困難を来した場合、県職員の派遣を要請し、協力を依頼するものとす

る。 

チ　保育園、小・中学校における対策 

(ア)　町教育委員会及び学校長は、県が実施する対策（下記の(イ)～(エ)）

に準じて、町の地域防災計画を踏まえ、適切な対策を行うものとする。 

(イ)　保育園、小・中学校が避難所となった場合、学校等の長はできるだけ

速やかに学校等を開放する。そのため、夜間や休日等の災害の発生に備

え、あらかじめ開錠の方法や教職員の緊急の招集方法、連絡方法を周知

徹底する。また、学校等としての教育機能維持の観点から、避難所とし

て使用させる場所について、あらかじめ優先順位等を決める。 

(ウ)　学校等の長は、避難所の運営について、町の災害対策担当者(住民支

援部教育班)が配置されるまでの間の教職員の対応方法を明確に定め、

避難者の収容、保護に努める。 

(エ)　児童・生徒等が在校時に災害が発生し、小・中学校等が地域の避難所

となった場合、学校等の長は児童・生徒等と避難者との間の混乱を避け

るため、それぞれに対する情報・指令の伝達に万全を期すとともに、避

難者と児童・生徒等の避難場所に区分を設ける。 

ツ　指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道

路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合には、当該地域に指定避難所を

設置・維持することの適否を検討するものとする。 

テ　やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料

等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービ

スの提供、正確な情報の伝達により、生活環境の確保が図られるよう努める

ものとする。 

ト　在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な

物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者
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支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供するものとす

る。 

ナ　車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行う

ためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ

物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を車中泊避難を

行うためのスペースの避難者に対しても提供するものとする。この際、車中

泊避難者の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努めるもの

とする。 

ニ　避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に講じられるよ

う、避難所の開設状況等を適切に県に報告するよう努めるものとする。 

ヌ　指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無

等に関わらず適切に受け入れることとする。 

ネ　必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難所における家庭動物のため

の避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から

必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

ノ　町民が実施する対策 

指定避難所の管理運営については、町長の指示に従い、必要に応じて管理

運営に協力するとともに、相互に助け合い良好な環境のもとで避難生活がで

きるよう努めるものとする。 

 

５　広域避難及び広域一時滞在を要する場合の活動 

(１)　基本方針 

広域避難及び広域一時滞在については、町、県及び関係機関は相互に連携

し、速やかな避難の実施に努めるものとする。 

(２)　実施計画 

ア　広域避難の対応 

(ア)　協議等 

災害の予測規模、避難者数にかんがみ、市町村の区域外への広域的な

避難、指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した

場合において、県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直

接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては、県に対し当該

他の都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし緊急を要すると認め

るときは、県知事に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町村に協議

することができる。なお、広域避難に関して必要な調整を行うよう県に

求めることができる。 

(イ)　実施 
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あらかじめ策定した具体的なオペレーションを定めた計画に基づき、

関係者間で適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努め

るものとする。 

(ウ)　避難者への情報提供 

避難者のニーズを十分把握するとともに、政府本部、指定行政機関、

公共機関、他の地方公共団体及び事業者と相互に連絡をとりあい、放送

事業者等を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確

な情報を提供できるように努めるものとする。 

イ　広域一時滞在の対応 

(ア)　協議等 

被災市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等にか

んがみ、被災市町村の区域外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮

設住宅等の提供が必要であると判断した場合において、県内の他の市町

村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町

村への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求める

ことができる。なお、広域一時滞在に関して必要な調整を行うよう県に

求めることができる。 

(イ)　広域的避難収容活動の実施 

政府本部が作成する広域的避難収容実施計画に基づき、適切な広域的

避難収容活動を実施するものとする。 

 

６　住宅の確保 

(１)　基本方針 

住居の被災により避難所生活を余儀なくされた町民に対して、早期に生活

基盤が安定するよう町及び県は相互に連携し、公営住宅のあっせん等により

速やかに住宅又は住宅情報の提供を行う。 

なお、災害救助法が適用された場合は県が住宅の提供を行うが、適用され

ない場合は必要に応じて町が住宅の提供を行う。 

(２)　実施計画 

ア　利用可能な公営住宅等を把握し、被災者に提供する。 

イ　必要に応じ、賃貸住宅等の借上げや、応急仮設住宅の建設により、被災者

に住宅を提供する。 

ウ　災害救助法が適用された場合、県に対し災害救助法第４条第１項第１号に

規定する応急仮設住宅等の提供を要請する。 

(ア)　応急仮設住宅等の要望戸数は、全焼、全壊又は流失戸数以内で被災

者が居住に必要な戸数とする。 

(イ)　応急仮設住宅の建設のため、町公有地又は私有地を提供する。 

(ウ)　被災者の状況を調査し、入居者の決定に協力する。 
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(エ)　知事の委任を受けて、公営住宅に準じ応急仮設住宅の維持管理を行

う。 

エ　利用可能な民間賃貸住宅等の情報を被災者に提供する。 

オ　被災周辺市町村は、利用可能な公営住宅等を把握し、被災市町村に情報を

提供する。 

カ　応急仮設住宅の運営管理にあたっては、安心・安全の確保、孤独死や引き

こもり等を防止するため、心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び

運営に努めるとともに、運営に女性の参画を推進し、女性を始めとする生活

者の意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じて家庭動物の受入れ

についても配慮する。 

 

７　被災者等への的確な情報伝達 

(１)　基本方針 

被災者のニーズを十分把握し、被災者等に役立つ正確かつきめ細かな情報

を適切に提供するよう努める。 

(２)　実施計画 

ア　町及び県は、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの

被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細や

かな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整備等に努

めるものとする。 

イ　町は半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者について住

家の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続き、

避難所での炊き出し等において、在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や

住まいの状況を把握し、被災者台帳等へ反映するよう努めるものとする。 

ウ　町自らの調査では避難先が把握出来ない場合は、民生児童委員、社会福祉

協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、広報による申出の呼び

かけ等により、把握に努めるものとする。 

エ　町及び県は、被災者のニーズを十分把握し、被害の情報、安否情報、二次

災害の危険性に関する情報、ライフラインや交通施設等の復旧情報、医療機

関、スーパーマーケット、ガソリンスタンドの生活関連情報、それぞれの機

関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報

等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。なお、

その際、要配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅へ

の避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮し

た伝達を行うものとする。 

オ　町及び県は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様である

ことにかんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するものとする。 
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特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、

被災者生活支援に関する情報については、チラシの張り出し、配布等の紙媒

体や広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるものとする。 

カ　町及び県は、要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅等への避難者等に

配慮した正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

キ　町及び県は、被災者の安否について町民等から照会があったときは、被災

者等の権利や利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助

等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼ

さない範囲で可能な限り安否情報を回答するよう努める。この場合において

町は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは警察、消防及び関

係機関と協力して、被災者に関する情報の取集に努める。 

ク　町及び県は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が防災及び防犯に関

する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整

備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

ケ　町及び県は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が緊急の通報を円滑

な意思疎通により迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な

手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずる

ものとする。 
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節 節名

風水害対策編 

参照ページ
各節の使用方法

 
第 12 節 孤立地域対策活動

第 2 章 

91

「風災害対策編」を使用し、本

文中の次の表記を読み替えて使

用する。 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を

「耐震性」に

 
第 13 節 食料品等の調達供給活動

第 2 章 

94

 
第 14 節 飲料水の調達供給活動

第 2 章 

96

 
第 15 節 生活必需品の調達供給活動

第 2 章 

98

 
第 16 節 保健衛生、感染症予防活動

第 2 章 

100

 
第 17 節

遺体の捜索及び 

対策等の活動

第 2 章 

103

 
第 18 節 廃棄物の処理活動

第 2 章 

105

 
第 19 節

社会秩序の維持、物価安定等

に関する活動

第 2 章 

107

 
第 20 節 危険物施設等応急活動

第 2 章 

109

 
第 21 節 電気施設応急活動

第 2 章 

115

 
第 22 節 上水道施設応急活動

第 2 章 

117

 
第 23 節 下水道施設応急活動

第 2 章 

118

 
第 24 節 通信・放送施設応急活動

第 2 章 

120

 
第 25 節 災害広報活動

第 2 章 

121
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第２６節　土砂災害等応急活動 

第１　基本方針 

地震により土砂災害等が発生した場合、再度の災害及び規模の拡大に備え、的

確な避難、応急工事等がスムーズにできるよう現場での早急かつ適切な判断を行

う。 

 

第２　主な活動 

被災状況、土砂災害等の規模を早急に調査し、崩壊、地すべり、土石流等、事

象ごとに今後想定される状況等の情報を提供し、応急工事を進める。 

 

第３　活動の内容 

１　大規模土砂災害対策　　　　　　 

(１)　基本方針 

大規模な土砂災害が急迫する状況においては、県等から提供される被害の

想定される区域、時期等の情報を収集し、適切に町民に対し避難指示等を行

う。 

(２)　実施計画 

ア　土砂災害緊急情報を町民に提供し、適時適切に避難指示等の措置を講じる

ものとする。 

イ　町民が実施する対策として、土砂災害緊急情報に注意を払い、避難指示等

が出された場合これに迅速に従うものとする。 

ウ　必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する 

エ　災害の危険性が高まり、避難指示の対象地域、発令及び解除の判断時期等

について必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行

政機関に速やかに助言を求める。 

オ　情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施

設等の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、

ＧＩＳの活用等による情報提供に努める。 

 

２　地すべり等応急対策 

(１)　基本方針 

監視体制を整え、規模、活動状況を把握し、警戒避難に関する情報を提供

するとともに、被害を最小限にとどめるため応急工事を実施する。 

(２)　実施計画 

ア　警戒避難に関する情報を町民に提供し、必要に応じて避難指示等の措置を

講じるものとする。 

イ　地すべり被害拡大を防止するため、排土、雨水浸透防止等の応急処置及び

監視を行う。 
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ウ　町民が実施する対策として、警戒避難に関する情報等に注意を払い、高齢

者等避難、避難指示等が出された場合は迅速に従うものとする。 

エ　必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する。 

オ　災害の危険性が高まり、避難指示等の対象地域、発令及び解除の判断時期

等について必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行

政機関に速やかに助言を求めるものとする。 

 

３　土石流対策 

(１)　基本方針 

監視体制を整え、被災状況、不安定土砂の状況を把握し、警戒避難に関す

る情報を提供するとともに、被害を最小限にとどめるため応急工事を実施す

る。 

(２)　実施計画 

ア　警戒避難に関する情報を町民に提供し、必要に応じて避難指示等の措置を

講ずる。 

イ　町民が実施する対策として、警戒避難に関する情報等に注意を払い避難指

示等が出された場合は迅速に従う。 

ウ　必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する。 

エ　災害の危険性が高まり、避難指示等の対象地域、発令及び解除の判断時期

等について必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行

政機関に速やかに助言を求める。 

 

４　がけ崩れ応急対策 

(１)　基本方針 

監視体制を整え、規模、崩壊状況を把握し、警戒避難情報を提供するとと

もに、被害を最小限に留めるため応急工事を実施する。 

(２)　実施計画 

ア　警戒避難情報を町民に提供し、必要に応じて避難指示等の措置を講ずる。 

イ　崩壊被害の拡大を防止するため、雨水浸透防止等の応急処置及び監視を行

う。 

ウ　町民が実施する対策として、警戒避難情報等に注意を払い避難指示等が出

された場合は迅速に従う。 

エ　必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する。 

オ　災害の危険性が高まり、避難指示等の対象地域、発令及び解除の判断時期

等について必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行

政機関に速やかに助言を求める。 
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第２７節　建築物災害応急活動 

第１　基本方針 

地震により被害が生じた場合、建築物の所有者等は建築物内の利用者の安全を

確保するため避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を

講ずる。 

 

第２　主な活動 

１　災害発生後、建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況

を把握し必要な措置を講ずる。 

２　文化財は貴重な国民的財産であることを認識し、被災した場合は見学者の生

命・身体の安全を確保するとともに、文化財の被害状況を把握し、被害の拡大防

止等の応急措置を講ずる。 

 

第３　活動の内容 

１　建築物 

(１)　基本方針 

災害発生後、復旧活動の拠点ともなる建築物であるため、速やかに被害状

況を把握し必要な措置をとる。また、緊急地震速報を受信した場合は、利用

者を適切に誘導するとともに、職員も適切な対応行動をとることにより、被

害の軽減を図る。 

(２)　実施計画 

ア　町が管理、運営する庁舎、社会福祉施設、町営住宅、学校、その他病院等

の公共施設においては、利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状

況を把握し必要な措置を講ずる。 

イ　緊急地震速報を受信した場合は、来庁者に対し、慌てずに、身の安全を確

保するよう誘導するとともに、職員も周囲の状況に応じて、身の安全を確保

する等必要な措置をとるものとする。 

ウ　住宅や宅地が被災した場合、二次災害から町民の安全を確保するため、必

要に応じて被害状況を調査し、危険度の判定を実施する。 

また、被害の規模が大きく、町において要員が不足する場合は、県又は近

隣市町村に対して応急危険度判定士の派遣要請を行うものとする。 

エ　必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策を

すれば居住を継続できる住宅や宅地の応急修繕を推進する。 

オ　建築物の所有者等が実施する対策 

(ア)　建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把

握し必要な措置を講ずる。 
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(イ)　安全性が確認されるまで、建築物及び危険箇所への立入りの規制等を

行うとともに、屋根材及び看板等の飛散・落下の恐れのあるものについ

て必要な措置を講ずる。 

 

２　文化財 

(１)　基本方針 

文化財は貴重な国民的財産であるため、被災した場合は見学者の生命・身

体の安全を確保するとともに、被害状況を把握し、被害の拡大防止等の応急

措置を講ずる。 

(２)　実施計画 

ア　町文化財所管部局は、災害が発生した場合の所有者または管理者が実施す

べき対策について万全を期すよう指導するものとする。 

イ　国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況

及び応急措置その他必要事項について県に報告するものとする。 

ウ　被災した建造物内の文化財について、所有者や県等の関係機関と連携して

応急措置をとるものとする。 

エ　所有者が実施する対策 

(ア)　見学者の避難誘導を行うとともに、被害状況の調査を行うものとする。 

(イ)　文化財の火災による焼失を防ぐための措置をとるものとする。 

(ウ)　災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、町文

化財所管部局へ報告するとともに、被害の状況に応じ、被害の拡大の防

止のための応急修理の措置を文化庁、県、町文化財所管部局の指導を受

けて実施する。 

(エ)　被災した建造物内の文化財について、県や町文化財所管部局等の関係

機関と連携して応急措置をとるものとする。 
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節 節名

風水害対策編 

参照ページ
各節の使用方法

 
第 28 節 道路及び橋梁応急活動

第 2 章 

128

「風水害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に

 
第 29 節 河川施設等応急活動

第 2 章 

130
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第３０節　災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

第１　基本方針 

地震発生時に、被害を最小限に抑えるためには、その後の余震、火災、降水等

により発生が予想される二次災害を防止するための活動が重要である。 

 

第２　主な活動 

１　道路、危険物施設等構造物に係る二次災害防止のための活動を実施する。 

２　危険物施設等に係る二次災害を防止するため、それぞれの危険物等に応じた活

動を行う。 

３　河川施設の二次災害を防止するための活動を実施し、被害の拡大及び再度災害

防止のための活動を行う。 

４　倒木等の流下による二次災害を防止するとともに、再度、災害発生を防止する

ための活動を実施する。 

５　危険箇所の緊急点検等を実施する。 

 

第３　活動の内容 

１　建築物、構造物に係る二次災害防止対策 

(１)　基本方針 

被災した建築物や敷地及び道路・橋梁等の構造物についても余震等による

倒壊等の二次災害を防止するための措置を講ずる。 

(２)　実施計画 

ア　行政区域内の道路・橋梁の被害や交通状況を速やかに把握するため、パト

ロール等を実施するとともに、各方面からの情報収集を実施する。 

イ　行政区域内の道路・橋梁の被害について、速やかに県に報告し、関係機関

との連携を図り交通規制、応急復旧を行う。 

ウ　復旧活動上重要な道路・橋梁等の障害について、関係機関と連携し、早急

に応急復旧を図る。 

エ　危険度判定士が、安全かつ迅速な判定作業が行えるよう次の事項を整備す

るものとする。 

(ア)　危険度判定士の派遣要請 

(イ)　危険度判定を要する建築物や敷地又は地区の選定 

(ウ)　市町村内の被災地域への派遣手段の確保 

(エ)　危険度判定士との連絡手段の確保 

オ　町長は、必要に応じ倒壊等の危険のある建築物や敷地について立入禁止等

の措置をとるものとする。 
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カ　災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保

するための必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれ

のある部分や、応急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置

を行うものとする。 

 

　　　 　　　　　 

 

２　危険物施設等に係る二次災害防止対策 

(１)　基本方針 

ア　危険物関係 

地震の発生後、危険物施設の損傷等による危険物の流出、爆発や火災によ

る被害から関係者及び町民の安全を確保するため、被害の拡大防止のための

活動が必要である。 

イ　火薬関係 

火薬類取扱施設は、地震による直接的被害よりも地震後の火災による火薬

類の誘爆等の二次災害の危険性が高い。 

このため、地震災害時には施設の監視、又は火薬類の安全な場所への移送

等が重要になる。 

ウ　高圧ガス関係 

高圧ガス製造施設等は、地震後の火災、爆発、漏洩等により、周辺住民に

対して被害を与える恐れがある。 

被害を最小限にとどめ、周辺住民、従業員に対する危害防止のため、関係

機関は相互に協力し、被害軽減のための活動を行う必要がある。 

エ　液化石油ガス関係 

地震発生後の二次災害を防止するためには、液化石油ガス一般消費先に対

する緊急点検活動を効果的に実施することが重要であり、そのためには、他

地区からの応援等も含めた体制が必要である。 

オ　毒物劇物関係 

被　
　

災　
　

地 
 

池　
　

田　
　

町 
 

長　

野　

県 
 

被害状況の

とりまとめ

被害報告・派

遣要請

判定士の派遣

及び活動支援 判定士の派遣
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毒物及び劇物等を取り扱う者は、毒劇物等保管施設が被害を受け二次災害

発生の恐れがある場合は、直ちに保健福祉事務所、警察署、消防署等関係機

関等に対して通報するとともに、危害防止のため必要な措置をとる。 

(２)　実施計画 

ア　危険物関係 

(ア)　災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、区域におけ

る危険物施設の管理者に対し、製造所等の一時停止等を命ずる。 

(イ)　関係機関と連携して、危険発生し又は発生する恐れがある場合におけ

る連絡体制を確立する。 

(ウ)　関係機関と連携して、危険区域住民の避難・誘導を実施するとともに、

危険区域への住民、車両の立入りを禁止する。 

イ　火薬関係 

(ア)　災害防止のため緊急の必要性があると認められるときは、火薬類取締

施設の管理者等に対し、火薬類取扱施設の一時停止を命ずる。 

(イ)　関係機関と連携して、危険区域住民の避難・誘導を実施するとともに

危険区域への住民、車両の立入りを禁止する。 

ウ　高圧ガス関係 

(ア)　関係機関と連携して、危険区域周辺の災害防止に係る広報を実施する。 

(イ)　警戒区域及び消防警戒区域を設定し、区域内住民の避難・誘導を実施

する。 

エ　液化石油ガス 

周辺住民に対する避難・誘導、広報等の活動を行う。 

オ　毒物劇物関係 

(ア)　周辺住民に対する避難・誘導、広報等の活動を行う。 

(イ)　飲料水汚染の恐れがある場合は、水道事業者と連携をとり、水道使用

者、井戸水使用者に対し通報を行う。 

 

３　河川施設の二次災害防止対策 

(１)　基本方針 

地震発生後の洪水又は、余震等により河川施設等に二次的な災害の発生が

考えられる場合は、危険箇所の点検を行い、その結果必要な応急活動を実施

する必要がある。 

(２)　実施計画 

ア　河川管理施設に二次災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及

び危険箇所を重点的に巡視するとともに、必要に応じ応急復旧を実施する。 

イ　巡視結果、危険性が高いと判断された箇所について、関係機関や町民に周

知を図る。 

ウ　災害防止のため応急工事を実施する。 
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エ　災害発生の恐れがある場合は、速やかに適切な避難対策を実施する。 

オ　災害による被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、従前の河川機能

を回復する。 

カ　必要に応じて水防活動を実施するものとする。 

キ　町民が実施する対策として、被害の拡大を防止するため、水防活動に協力

する。 

 

４　山腹、斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 

(１)　基本方針 

地震発生に伴い、地盤に緩みが生じた場合、その後の余震等により山腹・

斜面の土砂崩壊、地すべり及び渓流における土石流の発生等の危険性があり、

これによる二次災害から町民を守るための措置を講ずる。 

(２)　実施計画 

ア　緊急点検結果の情報に基づき、避難指示等の必要な措置をとるものとする。 

イ　専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、町

民の避難、応急対策を行う。 
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第３１節　農林水産物災害応急活動 

 

第１　基本方針 

被害状況の早期かつ的確な把握に努め、農作物等被害の拡大防止のための栽培

及び管理技術指導の徹底を図るとともに、農作物、森林の病害虫や家畜等の伝染

性疾病の発生及びまん延防止のための防除、倒壊した立木等による二次災害防止

のための除去を行う。 

また、被災した農林水産物の生産・流通・加工施設について、速やかに復旧に

努める。 

 

第２　主な活動 

被害状況の早期・的確な調査を実施し、関係機関・団体等と連携して被害の拡

大防止と迅速な復旧に向けて、技術指導等の必要な措置を講ずる。 

 

第３　活動の内容 

１　農水産物災害応急対策 

(１)　基本方針 

被害を受けた作物の技術指導は、町、県及び農業団体等が協力して行うと

ともに、病害虫、家畜疾病の発生、まん延防止の徹底に努める。 

また、被災した生産施設、集出荷貯蔵施設等について速やかに復旧を進め

る。 

(２)　実施計画 

ア　農業農村支援センター、農業協同組合等関係機関と連携をとり、被害状況

の早期かつ的確な把握に務め、その結果を農業農村支援センターへ報告する。 

イ　農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に対する技術対策を農業協同

組合等関係機関と連携して、速やかに農業者へ周知徹底する。 

ウ　家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止のため、被災農家等の状況把握、

検査の実施及び消毒等の指導を行う。 

エ　被災農家の家畜への飼料供給及び生乳の集送体制を確保するため、国、県

及び関係団体との調整を図る。 

オ　被災した生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を支援する。 

カ　町民が実施する対策 

(ア)　町等が行う被害状況調査や、応急復旧対策に協力するとともに、農業

協同組合等の指導に基づき、農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防

止対策を実施する。 

(イ)　被災した生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を進めるものと

する。 
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２　林産物災害応急対策 

(１)　基本方針 

倒木や損傷した素材、製材品については、二次被害の拡大防止のため速や

かに除去するとともに、森林病害虫の発生防除等の徹底に努める。 

また、被災した生産、流通、加工施設等の速やかな復旧を進める。 

(２)　実施計画 

ア　被災状況を調査し、その結果を県に速やかに報告するとともに応急復旧の

ため、技術指導など必要な措置をとるものとする。 

イ　町民が実施する対策として、町が行う被災状況調査や応急復旧に協力する

ものとする。 
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第３２節　文教活動 

第１　基本方針 

保育園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校（以下この節において「学

校等」という。）は、多くの幼児及び児童生徒（以下この節において「児童生徒

等」という。）を収容する施設であり、災害発生時においては、児童生徒等の安

全を図るとともに教育を確保する必要がある。 

このため、あらかじめ定めた計画に基づき、避難・誘導活動に努めるとともに、

速やかな応急教育の実施、被災した児童生徒等に対する教科書の供与、就学援助

等の措置を講ずる。 

 

第２　主な活動 

１　児童生徒等に対する安全な避難・誘導、保護者への引渡しを行う。 

２　被害状況の把握、授業継続のための措置とともに、学校給食を確保する。 

３　被災した児童生徒等に対する教科書の供与、就学援助を行う。 

 

第３　活動の内容 

１　児童生徒等に対する避難誘導 

(１)　基本方針 

学校等の長は、災害発生に際して、あらかじめ定めた計画に基づき、児童

生徒等の人命の保護を第一とした避難・誘導活動に努める。 

(２)　実施計画 

学校等の長は、地震発生時、建物、器物などの倒壊、破損、落下による危

険を回避し、児童生徒等の心理的動揺を防いで、安全を確保するために、あ

らかじめ定めた計画及び以下の事項に留意し適切な避難誘導措置をとる。 

ア　指定緊急避難場所への避難誘導 

(ア)　被害状況を把握し、適切な緊急避難の指示を与え、児童生徒等を整然

と速やかに、校庭など指定した指定緊急避難場所へ誘導する。 

(イ)　全校の児童生徒等の避難状況を正確に把握し、所在不明の児童生徒等

がいる場合は、捜索・救出にあたる。 

イ　第二次避難場所への避難誘導 

(ア)　指定緊急避難場所が危険になった場合は、町長の指定する避難場所施

設等、より安全な場所（第二次避難場所）に児童生徒等を誘導する。 

(イ)　保護者にはあらかじめ第二次避難場所を周知しておくとともに、学校

に連絡員を残すか、避難先を掲示しておく。 

(ウ)　第二次避難場所に到着次第、速やかに児童生徒等の避難状況を把握し、

所在不明の児童生徒等がいる場合は、捜索・救出にあたるとともに、避
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難状況を教育委員会（以下「教委」という）、町及び関係機関に報告又

は連絡する。 

ウ　児童生徒等の帰宅、引き渡し、保護 

(ア)　児童生徒等を帰宅させる場合、道路の状況、交通機関の運行状況、火

災や崩落などの状況を十分把握した上で、児童生徒等の安全に配慮し、

下校の方法を決定する。 

(イ)　災害の状況によっては、教職員が引率して各地区まで集団で下校する

か、保護者に直接引き渡す等の措置をとる。 

(ウ)　災害の状況及び児童生徒等の状況により帰宅させることが困難な場

合は、学校又は避難所において保護する。 

エ　町が実施する対策として、県（教育委員会）が実施する対策に準じて、池

田町地域防災計画を踏まえ、適切な対策を行う。 

 

２　応急教育計画 

(１)　基本方針 

学校においては、災害時の教育活動に万全を期するため、教職員及び学校

施設・設備等を早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。 

(２)　実施計画 

災害時における教育活動に万全を期するため、次の事項に留意し、災害発

生時の対応、応急教育に関する対策について適切な措置をとる。 

ア　学校施設・設備の確保 

(ア)　学校施設・設備に係る被害の状況を調査し、授業実施の具体策を立て

応急教育を実施する。 

(イ)　学校施設・設備の被害の程度が大きく、残存施設・設備で授業の実施

が困難な場合及び避難所として施設を提供するため長期間利用できな

い施設が生じている場合には、仮設校舎の建設や被災を免れた近接の学

校施設、その他公共施設の活用を図るため総合的な調整を行う。 

イ　教職員の確保 

災害により教職員に不足を来し、教育活動の継続に支障が生ずる学校があ

る場合、教職員を確保し、教育活動を実施する態勢を整える。 

ウ　学校給食の確保 

学校給食用物資の補給に支障を来するときは、（財）長野県学校給食会等

と連絡をとり、必要な措置を講ずる。 

また、災害の状況に応じ、学校給食用施設・設備の提供等被災者対策に可

能な限り協力する。 

エ　学校等における対策 

学校等の長は、災害が発生した場合、あらかじめ定めた防災計画及び次の

事項に留意して応急教育の円滑な実施を図る。 
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(ア)　被害状況の把握 

児童生徒等、教職員及び施設・設備の被害状況を速やかに把握し、

町、教育委員会又は関係機関等へ報告する。 

(イ)　教職員の確保 

災害の推移を把握するとともに教職員等を掌握し、早期に平常の教

育に復するよう努め、教職員等に不足を生じたときは、町又は教育委員

会と連絡をとり、その確保に努める。 

(ウ)　教育活動 

ａ　災害の状況に応じ、町及び教育委員会と連絡のうえ、臨時休校等適切

な措置を講ずる。この場合、できるだけ早く平常授業に戻すよう努め、

その時期については早急に保護者に連絡する。 

ｂ　被災した児童生徒等を学校に収容することが可能な場合は、収容して

応急の教育を行う。 

ｃ　避難所等に避難している児童生徒等については、地域ごとに教職員の

分担を定め、実情の把握に努め指導を行う。 

ｄ　授業の再開時には、関係者と緊密な連絡のもとに登下校の安全確保に

努める。 

(エ)　児童生徒等の健康管理 

ａ　必要に応じ、建物内外の清掃、飲料水の浄化、伝染病の予防措置等保

健衛生に関する措置を講ずる。 

ｂ　授業再開時には、必要に応じ教職員を含めた臨時の健康診断及び健康

相談を実施するよう努める。 

(オ)　教育施設・設備の確保 

ａ　学校施設の点検、安全確認を行い、危険箇所への立入禁止等の措置を

とる。 

ｂ　施設・設備に被害を受けた場合は、授業継続に利用できる残存教育施

設・設備について調査し、校舎内外の整備復旧に努める。 

ｃ　残存施設・設備のみで授業を実施することが困難な場合及び避難所と

して施設を提供したため、長期間利用できない施設が生じている場合に

は、仮設校舎の建設や被災を免れた近接の学校施設、その他公共施設の

活用を図り授業の実施に努める。 

オ　町が実施する対策として、県（教育委員会）が実施する対策の例に準じて、

池田町地域防災計画を踏まえ、適切な対策を行う。 

 

３　教科書の供与等 

(１)　基本方針 

被災した児童生徒等の学習を支援するため、教科書の供与等を行う。 

(２)　実施計画 
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ア　教科書等の供与等 

教育委員会は、学校等における教科書等の必要数量を把握し、調達及び配

分を行う。なお、調達が困難なときは県教委に調達のあっせんを要請する。 

イ　就学援助 

教育委員会は、被災した児童生徒等のうち、就学困難な状態の者に対して、

就学援助の方法を定めその実施に努める。 
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節 節名

風水害対策編 

参照ページ
各節の使用方法

 
第 33 節 飼養動物の保護対策

第 2 章 

142

「風水害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に 

 
第 34 節

ボランティアの受入れ 

体制

第 2 章 

143

 
第 35 節

義援物資及び義援金の受入れ

体制

第 2 章 

146

 
第 36 節 災害救助法の適用

第 2 章 

149

 
第 37 節 観光地の災害応急対策

第 2 章 

151



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章　災害復旧計画 
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節 節名

風水害対策編 

参 照 ペ ー ジ
各節の使用方法

 
第１節 復旧・復興の基本方針の決定

第3章 

１

「風水害対策編」を使用し、本文中の次の表記

を読み替えて使用する。 

 

●「風水害」を「地震」及び「震災」に 

●「風水害に対する安全性」を「耐震性」に

 
第２節 迅速な原状復旧の進め方

第3章 

2

 
第３節 計画的な復興

第3章 

5

 
第４節 資金計画

第3章 

8

 
第５節 被災者等の生活再建等の支援

第3章 

9

 
第６節 被災中小企業等の復興

第3章 

14

 
第７節 被災した観光地の復興

第3章 

15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章　東海地震に関する事前対策活動 
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第１節　総　則 

第１　強化計画の目的 

この計画は、大規模地震対策特別措置法第６条第２項の規定に基づき、東海地

震に係る地震防災対策強化地域について、東海地震に関連する情報及び警戒宣言

が発せられた場合にとるべき対策を定め、当該地域における地震防災体制の推進

を図ることを目的とする。 

池田町は同法に基づく対象地域ではないが、強化地域とは比較的近い位置にあ

り、東海地震の規模によっては大きな被害も予想されることから、あらかじめ十

分な対策を講じておく必要がある。このため、東海地震に関連する情報及び警戒

宣言等が発表された場合に本町がとるべき対策を定め、地震防災体制の強化を図

ることを目的とする 

 

第２　東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合 

の対応方針 

警戒宣言が発せられる前において、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動

を行う旨の意思決定を行った場合、必要な準備的行動を実施する。 

 

第３　防災関係機関が地震防災応急対策として行う事務又は業務の大綱 

総則編第３章「防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大

綱」のとおり。 
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第２節　東海地震に関連する情報及び警戒宣言発令時の活動体制 

 

第１　東海地震に関連する情報時の体制 

東海地震に関連する調査情報(臨時)、東海地震注意情報及び東海地震予知情報

が伝達されたとき、または東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の

意思決定を行った場合は、配備体制(風水害対策編第２章第３節「非常参集職員

の活動」参照)をとり、次の業務を行う。 

(１)　地震予知情報等の収集、伝達及び防災対応等に関する広報 

(２)　地震災害警戒本部設置の準備 

(３)　地震防災応急対策の準備 

ア　警戒宣言が発せられた際の対応等の確認 

イ　地震防災応急対策上必要な部隊の派遣・受入れの準備や物資、資機材等の確

認 

ウ　管理している施設の緊急点検 

エ　公立学校の児童、生徒の引き渡し等の安全確保対策 

 

第２　警戒宣言発令時の体制 

警戒宣言が発令されたときは、大規模地震に備えた「地震災害警戒本部」の設

置等の配備体制（風水害対策編第２章第３節「非常参集職員の活動」参照。）を

とり、災害対策本部会議を招集し、次の業務を行う。 

(１)　地震予知情報等の収集及び町民、防災関係機関等への伝達 

(２)　自主防災組織、防災関係機関等からの応急対策の情報収集及び県への報告 

(３)　地震防災対策の実施 

 

第３　参集及び体制の解除 

１　職員は、東海地震予知情報、東海地震注意情報及び東海地震観測情報等の収集

に積極的に努め、参集に備えるとともに、東海地震注意情報、警戒宣言の発令に

接した時は、動員命令を待つことなく自己の判断により参集する。 

 

２　安心情報である旨も併せて明記された東海地震観測情報が発表された時、東海

地震注意情報及び東海地震予知情報を解除する情報が発表された時、並びに警戒

宣言が解除された時、又は他の体制に移行した時は活動体制を解除する。 
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第３節　情報の収集伝達 

第１　地震予知に関する情報等の伝達 

警戒宣言及び地震予知情報等の伝達については、次により迅速かつ的確に行う

ものとする。 

東海地震観測情報、東海地震注意情報及び東海地震予知情報 

１　伝達系統 

風水害対策編第２章第３節「非常参集職員の活動」を準用する。 

２　勤務時間内の伝達要領 

風水害対策編第２章第３節「非常参集職員の活動」を準用する。 

３　勤務時間外の伝達要領 

風水害対策編第２章第３節「非常参集職員の活動」を準用する。 

 

【参考】「東海地震に関連する情報」の発表基準 

各情報発表後、東海地震発生の恐れがなくなったと判断された場合は、その旨 

が各情報で発表される。 

 

 

 

 

 情報名称 発表基準等

 

東海地震 

予知情報

【発表基準】 

東海地震が発生する恐れがあると認められ、「警戒宣言」が発せられた場

合 

（３箇所以上のひずみ計で有意な変化が観測され、前兆すべりによるも

のと「判定会」が判断した場合等）
 

東海地震 

注意情報

【発表基準】 

観測された現象が東海地震の前兆現象である可能性が高まった場合 

（２箇所のひずみ計で有意な変化が観測され、前兆すべりによるものと

「判定会」が判断した場合等）

 東海地震

に関連す

る調査情

報（臨時）

【発表基準】 

観測データに通常とは異なる変化が観測された場合 

（１箇所のひずみ計で有意な変化が観測された場合等）

 東海地震

に関連す

る調査情

報（定例）

【発表基準】 

毎月定例の「判定会」で調査が行われ、「東海地震」に直ちに結びつくよ

うな変化が観測されていないと判断された場合
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第２　応急対策実施状況等の情報収集・伝達 

町、県、防災関係機関は、相互に連絡をとり、東海地震注意情報に基づき政府

が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合及び警戒宣言後の避難状況、応急対

策実施状況等の収集・伝達を行う。 

なお、町が収集する主な情報は、次のとおりである。 

１　病院の診療状況、救護班の出動体制 

２　金融機関の営業状況 

３　主要食料の在庫状況等 

４　列車・バスの運行状況、旅客の状況 

５　電話等の疎通状況、利用制限の状況 

６　救護医療班の出動体制 

７　道路の交通規制の状況、車両通行状況 

８　緊急輸送車両の確保台数 

９　避難、救護の状況、旅行業者数、社会福祉施設の運営状況、大型店舗・スーパ

ー等の営業状況 

10　保育園、小中学校等の授業実施状況 

 

 

 

第４節　広報計画 

第１　基本方針 

地震予知情報等の周知不徹底あるいは突然の発表等に伴う混乱の発生を未

然に防止し、地震防災応急対策が迅速かつ的確に行われ、被害の軽減に資する

よう、地震予知情報等に対応する広報計画を作成し、これに基づき、広報活動

を実施するものとする。 

なお、町民等に対して的確な広報を行い、冷静かつ適切な対応を促すよう努

めるものとする。 

 

第２　活動の内容 

県及び防災機関等から得た情報について迅速に広報を実施するとともに、同

報系防災行政無線、ＣＡＴＶ、緊急メール、エリアメール、広報車両等を活用

するほか、必要に応じて自主防災組織、テレビ、ラジオ、新聞等の協力を得て

町民に広報を行うものとする。 

１　東海地震注意情報受理時の広報 

(１)　広報内容 

ア　東海地震注意情報の内容及び東海地震注意情報に続いて発表される東海

地震に関連する情報の内容 
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イ　関係機関の対応状況など町民が行動を的確に判断するための事項 

ウ　強化地域内への不要不急の旅行の自粛等、町民等が留意すべき事項 

エ　その他必要な事項 

(２)　報道機関との応援協力関係 

東海地震注意情報を受理した場合は、「災害時における放送要請に関する

協定」により、放送機関に要請してテレビ、ラジオを通じて町民に呼びかけ

る。 

 

２　警戒本部設置時の広報の内容 

(１)　警戒宣言及び地震予知情報等 

(２)　主な交通機関運行状況及び道路交通状況 

(３)　車両運転の自粛と運転者のとるべき措置 

(４)　ライフラインに関する情報 

(５)　強化地域内外の生活関連情報 

(６)　事業者等がとるべき措置 

(７)　避難対象地域外で耐震性が確保されている小規模小売店に対する営業確

保の呼びかけ 

(８)　家庭において実施すべき事項 

(９)　自主防災組織に対する防災活動の要請 

(10)　犯罪予防等のために町民のとるべき措置 

(11)　金融機関等が講じた措置に関する情報 

(12)　その他必要な事項 

 

３　問合せ窓口 

町民等の問合せに対応できるよう問合せ窓口等の体制を整える。 
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第５節　避難活動等 

第１　基本方針 

東海地震に関する「警戒宣言」が発せられた場合は、地震発生に伴う被害を最

小限にとどめ、また、避難に伴う混乱、事故を防止することを基本として、迅速、

的確な避難措置をとるものとする。 

その際、高齢者、乳幼児、傷病者等に対する支援や外国籍町民等、観光客等に

対する誘導など、要配慮者の避難誘導にあたっては、特に配慮し、屋内避難を考

慮に入れた対策を講ずるものとする。 

また、避難指示の対象となるがけ地崩壊危険地域等の範囲（以下「避難対象地

区」という。）における避難は、徒歩を原則とする。ただし、徒歩による避難が

著しく困難な避難対象地区（以下「車両避難対象地区」という。）については、

必要最小限の車両避難についても検討するなど避難活動の実効性を確保するも

のとする。 

なお、避難対象地区以外の町民等は、耐震性の確保された自宅での待機等安全

な場所で行動するものとする。このため、あらかじめ自宅の耐震点検等を行い、

耐震性を十分に把握しておくものとする。 

 

第２　活動の内容 

１　避難指示 

(１)　避難対象地区は、おおむね次の基準によりあらかじめ町長が定める地区と

する。 

ア　がけ地、山崩れ崩落危険地区 

イ　崩落危険のあるため池等の下流地区 

ウ　その他町長が危険と認める地域 

(２)　避難対象地区の町民等に広報車、同報系防災行政無線、ＣＡＴＶ等の手段

を活用し、地区の範囲、指定緊急避難場所、避難路及び避難指示の伝達方法

等について十分徹底を図るものとする。 

(３)　警戒宣言が発令された時、町長は避難対象地区に避難指示を行い、また必

要と認める地域に危険防止のための警戒区域の設定を行うものとする。 

また、町長は、自主防災組織、町民及び関係者に対し、次の指導を行うも

のとする。 

ア　防災用具、非常持出品及び食料の準備 

イ　避難路の把握及び避難誘導、避難の際の携行品制限 

ウ　避難場所の点検及び収容準備 

エ　収容者の安全管理 

オ　負傷者の救護準備 

カ　避難行動要支援者の避難救護 
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(４)　町民は平常時から避難場所、避難路、避難方法及び家族との連絡方法を確

認しておく等地震発生に備えて万全を期するよう努め、警戒宣言が発せられ

た場合には、避難対象地区の町民等は、町の指示に従いあらかじめ指定され

た避難場所に速やかに避難するものとする。 

 

２　車両による避難 

(１)　町は警察本部、危機管理部と協議のうえ、あらかじめ避難対象地区のうち、

必要最小限の車両避難を認める地区について定めるものとする。 

(２)　車両避難対象地区は、山間地等で避難所までの距離がおおむね４㎞以上離

れているなど、徒歩による速やかな避難が著しく困難な地区であること等を

要件とするほか、災害時の交通管理に支障のないよう、地域の実態に応じて、

警察本部、管轄の大町警察署と調整しておくものとする。 

(３)　車両避難対象地区については、各地域における避難場所の設置等環境の変

化に応じて、その都度必要な検討・見直しを行うものとする。 

(４)　車両を避難に使用する場合は、対象車両、対象人員を確実に把握するとと

もに、対象車両数や指定緊急避難場所の駐車スペースを考慮し、具体的な避

難の方法等を定めておくものとする。 

(５)　発災時には、直ちに停車する等、地震情報、交通情報に応じた安全な行動

を行うよう周知を図るものとする。 

(６)　町民は車両による避難を実施する場合は、地震情報、交通情報に応じた安

全な行動を心掛けるとともに、発災時の停車または、避難場所における駐車

にあたっては、緊急通行車両等の走行を妨げないよう配慮するものとする。 

 

３　屋内避難 

(１)　警戒宣言が発せられた場合の避難は、屋外を原則とするが、避難対象地区

内の住民のうち高齢者、傷病者、幼児等の要配慮者で、在宅の者及びその介

護等に必要な付添者については、「東海地震の防災対策強化地域に係る屋内避

難施設の選定及び安全確保のための指針」（以下「屋内避難指針」という。）

の基準を満たす避難施設の選定が可能な場合は、必要に応じて屋内避難の対

象とするものとする。 

(２)　町は、指針に従い公立小中学校等の公共施設の中から、屋内避難が可能な

施設を選定するとともに、避難対象地域内の屋内避難の対象とすべき者の概

数をあらかじめ把握しておくものとする。 

(３)　屋内避難が可能な施設の収容力が、屋内避難対象者に対して不足している

場合は、避難対象地域外の知人・親戚宅等への避難も含め、要配慮者に配慮

した対策を講じるものとする。 
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４　要配慮者利用施設における避難対策 

町は、避難対象地区内の要配慮者利用施設の有無を確認し、これらの施設が所 

在している場合は、下記事項に留意しつつ避難方法等を調整しておくものとする。 

(１)　警戒宣言等が発令された場合の迅速な情報伝達（夜間等を含む） 

(２)　徒歩避難困難者の避難についての具体的な避難方法、使用車両等 

(３)　屋内避難指針に適合した施設、知人・親戚宅等、避難先についての検討 

 

５　避難活動 

(１)　町は、避難の状況、避難所の設置、避難者の数、必要な救助、保護の内

容等について状況を把握するとともに、県へ報告するものとする。 

(２)　避難所の設置及び運営については、次により行うものとする。 

ア　避難所の生活が円滑に行えるように、必要に応じて、仮設トイレ、寝具、

テント等必要な物品の調達・備品等について定めておくものとする。 

また、避難生活の維持にあたっては、自主防災組織の協力を得るものと

する。 

イ　避難所で避難生活する者は、避難指示を受けた者、帰宅困難者、滞留旅

客等で、居住する場所を確保できない者とする。 

なお、帰宅困難者、滞留旅客の保護等のため、帰宅支援等必要な支援を

講ずるものとする。 

ウ　設置場所は、計画に基づく危険のない場所とする。 

エ　避難所の設置期間は、警戒宣言が発せらされてから解除されるまで又は

地震発生に伴う避難所が設置されるまでの間とする。 

オ　避難所の運営は、自主防災組織の協力を得て町が行うものとする。 

カ　避難所には、運営のため必要な職員を配置するとともに、必要により、

安全の確保と秩序維持のため、警察官の派遣を要請するものとする。 

(３)　町民及び自主防災組織は、避難及び避難場所の運営に関し町に積極的に

協力するとともに、役割分担を確立し、相互扶助の精神により自主的な秩

序ある避難生活をおくるよう努めるものとする。 
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第６節　食料、生活必需品、飲料水の確保 

第１　基本方針 

警戒宣言時に必要な食料及び生活必需品は、町民が自主防災活動により確保す

るものとする。 

町及び県は、町民の自助努力で確保できないものについて、緊急物資として斡

旋するほか、物資流通の円滑化に配慮するものとする。なお、東海地震注意情報

に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合、緊急物資の調達及び

あっせん等を円滑に実施するため、利用可能な備蓄物資量の確認、調達可能量の

把握等の準備を行うものとする。 

また、地震発生時の飲料水確保について、町及び県は必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

第２　活動の内容 

１　食料及び生活必需品の確保 

(１)　緊急避難等で非常持出しができなかった町民等に緊急物資の供給の必要

が生じたときの物資の調達又はあっせんを行うものとする。 

(２)　平常時から緊急物資の在庫状況を把握しておくとともに、必要に応じて物

資等の供給協定の締結を行うものとする。 

(３)　必要に応じ県に対し緊急物資の調達又はあっせんの要請を行うものとす

る。 

(４)　避難対象地区以外において、町民が食料等生活必需品を確保し、日常生活

の維持が可能となるよう、小規模小売店等に対し、営業の継続を要請するも

のとする。 

また、上記の要請が可能となるよう、主要な店舗等と警戒宣言時における

安全性を確保しながらの営業のあり方について協議しておくもものとする。 

(５)　生活必需品等の備蓄について、町民に対して周知するものとする。 

(６)　物資拠点の開設準備を行うものとする。 

(７)　町民は、避難対象地区の内外を問わず、平常時から食料等生活必需品の備

蓄に努めるものとする。町民は、緊急物資、非常持出品の整備、搬出を行う

ものとするが、パニックに陥って買いだめ等に走ることなく、冷静に行動す

るものとする。 

 

２　飲料水の確保 

(１)　町民に対して貯水の励行に関する広報を徹底するものとする。 

(２)　応急給水計画に基づき、他の地方公共団体からの応急給水を含む応急給水

活動の準備を行うものとする。 

(３)　水道施設の安全点検を実施し、二次災害防止措置の準備を行うものとする。 
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(４)　応急復旧体制の準備を行うものとする。 

(５)　物資拠点の開設準備を行うものとする。 

(６)　町民は、飲料水及び生活用水を可能な範囲で貯水するものとする。 

 

 

 

第７節　医療救護及び保健衛生活動 

第１　基本方針 

地震発生に備え、関係機関と連携を密にして、医療救護及び保健衛生活動の体 

制を確立するものとする。 

なお、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った 

場合、地震防災応急対策を迅速かつ的確に実施するための準備的措置を最大限に 

行うものとする。 

 

第２　活動の内容 

１　医療救護体制の確立 

地震防災対策強化地域を中心とする地震発生時の人的被害に備え、強化地域以 

外からの支援体制を含め、医療救護体制の準備を整えるものとする。 

(１)　医師会等に対し救護班の出動準備を要請するものとする。 

(２)　医薬品、医療用資機材等の必要量及び医薬品卸業者、薬局等の備蓄量を

迅速に把握し、必要に応じて県または関係機関に対して供給の要請を行うも

のとする。 

(３)　救護所等に医薬品、衛生材料、救護用資機材等を配備し、受入体制を整

えるものとする。 

(４)　傷病者の搬送準備をするものとする。 

(５)　町民に対し、救護所及び応急救護に携わる指定医療機関の周知を図るも

のとする。 

 

２　保健衛生体制の確立 

町及び県は、地震発生に備えて保健衛生体制を確立するとともに応急用資機材

を準備し、町民は、自己完結の努力をするものとする。 

(１)　し尿処理、ごみ処理、感染症予防等の活動について、資機材を準備する。 

(２)　町民は、し尿処理、ごみ処理等の自家処理に必要な器具を準備し、可能

な限り自己完結するものする。 
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第８節　児童生徒等の保護活動計画 

第１　基本方針 

学校等においては、平常時から地震予知情報等が発せられた時の対処のための 

行動等を指導するとともに、警戒宣言前に提供される情報の内容、通学方法、通 

学距離、通学時間、通学路、交通機関の状況等を勘案し、保護者等と密接な連携 

を図り、児童生徒等の安全確保を最優先にした対策を講ずるものとする。 

なお、学校においては、地域の特性や学校の置かれた状況等を踏まえ、児童生 

徒等の在校時、登下校時、在宅時等の別、学校施設の避難場所及び避難所指定等 

の実態に即した計画の策定や対策を実施するものとする。 

 

第２　活動の内容 

学校等は、児童生徒等が在校中に警戒宣言が発せられた場合、授業又は学校行 

事等を直ちに中止し、警戒宣言が解除されるまでの間、又は地震発生後安全が確 

認されるまでの間、原則として休校とする。また、児童生徒等が在宅中に警戒宣 

言が発せられた場合は、登校又は登園しないこととする。 

なお、遠距離通学・通園の事情により警戒宣言発令後に対策を講じたのでは児 

童生徒の安全確保ができないと予想される場合、東海地震注意情報に基づき政府 

が準備行動を行う旨の意思決定を行った時点で、必要により授業等を中止し、児 

童生徒等の帰宅や保護者への引渡し等の安全確保対策をとることができるもの 

とする。 

１　児童生徒等の安全確保に十分留意し、必要に応じ、教職員が引率してその集団 

下校や直接保護者への引渡しを行う。 

２　児童生徒等については帰宅させることを原則とするが、留守家庭、交通機関利 

用通学者、避難対象地区内在住者等で帰宅、引き渡しが困難と考えられる場合は、 

町が設置した避難場所又は学校で保護する。この場合、事前に保護者と打合せの 

うえ、個々についての対応の仕方を確認しておく。 

３　保護にあたっては不安、動揺を与えないよう配慮するものとし、保護する児童 

生徒の氏名、人数を確実に把握し、町又は町教育委員会及び県教育委員会へ報告 

する。 

４　保護した児童生徒等の生活に必要な主要食料、水、生活必需品等の確保につい 

ては、町と協議のうえ対策を講ずる。 

５　警戒宣言が登下校中に発せられた場合に備え、児童生徒等に対し、以下の事項 

を徹底しておく。 

(１)　ブロック塀、橋、がけ下等の危険箇所から離れること。 

(２)　学校か自宅か近い方に急いで避難することを原則とすること。 

(３)　交通機関利用者については、その場の指揮者（乗務員、添乗員、車掌等）

の指示により行動し、勝手な行動はとらないこと。 
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第９節　消防・救急救助対策等 

第１　基本方針 

警戒宣言が発せられた場合、町は町地域防災計画及び北アルプス広域消防計画

に基づき、平常時の業務を停止又は縮小し、消防・救急救助対策活動を実施する。 

また、東海地震応急活動要領等に基づく広域的な応援の受入れ準備活動を実施

する。 

 

第２　活動の内容 

１　消防無線等による正確な情報の収集及び伝達体制を確立するものとする。 

２　警察庁、防衛省及び消防庁の応援部隊を受入れるため、あらかじめ定めた活動

拠点の施設管理者と連携し、施設を確保するものとする。 

３　火災防除のため、現有消防力を有機的に運用し、効果的な警戒を図るものとす

る。 

４　火災発生の防止、初期消火活動について町民等への広報を行うものとする。 

５　自主防災組織、自衛消防隊等の消防防災活動に対する指導を実施するものとす

る。 

６　消防団、自主防災組織の協力を得て、消防団詰所、公民館等に配置した資機材

等の確認を行うものとする。 
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第１０節　売り惜しみ・買い占め等の防止 

第１　基本方針 

警戒宣言が発令された場合、悪質商法や売り惜しみ、買い占め等による物価の

高騰等を防ぎ、必要物資の安定供給のための措置が必要である。 

 

第２　活動の内容 

１　売り惜しみ、買い占め及び便乗値上げを防ぐため、生活必需品等の価格需給動

向について調査、監視を行うものとする。 

２　適正な価格若しくは条件による販売、流通を確保するため、関係業界に対して

協力を要請するものとする。 

３　情報不足、混乱により損なう消費者利益を回復するため、生活必需物資の価格、

供給状況等について必要な情報を提供するものとする。 

４　売り惜しみ、買い占め、便乗値上げ、警戒宣言に便乗した悪質商法等に対する

消費者からの相談に対応するため、相談窓口等を設置するものとする。 

５　管内又は広域圏で流通業者との連携を図るものとする。 

６　町民は、集団心理的パニックを防ぐため、自ら冷静な消費行動に努めるもの

とする。 

 

 

 

第１１節　交通対策 

第１　基本方針 

警戒宣言発令時には、交通の混乱と交通事故等の発生を防止するとともに、町

民等の避難の円滑と緊急輸送路を確保するため、次に定めるところにより交通の

規制等を実施する。 

また、鉄道の運行停止に伴う滞留旅客等に対応するための措置を講ずる。 

なお、県、公安委員会、道路管理者は、警戒宣言発令前の段階から警戒宣言時

の交通規制等の情報について、あらかじめ情報提供するとともに、不要不急の外

出、旅行等を控えるよう要請を行うものとする。 

 

第２　活動の内容 

１　道路に関する事項 

(１)　町は、関係事業者と連携した滞留旅客対策を行うものとする。 

(２)　町は、警戒宣言前の段階から警戒宣言時の交通規制等の情報について、あら

かじめ情報提供するとともに、不要不急の外出、旅行等を控えるよう要請を行

うものとする。 
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第１２節　緊急輸送 

第１　基本方針 

警戒宣言発令時における緊急輸送は、地震防災応急対策上必要な最小限の範囲

で実施するものとし、各機関と協議の上、地震災害警戒本部が必要な調整を行う

ものとする。 

なお、町、 県及び関係機関は、発災後の緊急輸送に備えて、輸送用車両及び

ヘリポート等の確保を図るものとする。 

 

第２　活動の内容 

１　緊急輸送の対象 

警戒宣言が発せられた場合、緊急輸送の対象となる人員、物資等の範囲は次の

とおりである。 

(１)　地震防災応急対策実施要員 

(２)　地震防災応急対策の実施に必要な食料、医薬品、防災資機材等 

(３)　その他警戒本部長が必要と認める人員、物資又は資機材 

２　町は、発災後の緊急輸送に備えて、輸送用車両、物資輸送拠点等の確保を図る

ものとする。 

３　町は、必要に応じて、震災対策編第２章第４節「ヘリコプターの運用計画」に

より、ヘリコプターの出動を要請するものとする。 

４　緊急通行車両の確認 

地震防災応急対策の円滑な実施のため必要がある場合は、震災対策編第２章第

９節「緊急輸送活動」第３の４「緊急通行車両等確認事務」に準じ、緊急通行車

両の確認を行う。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章　南海トラフ地震臨時情報の運用 
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第１節　総　則 

第１　目的 
「南海トラフ地震に関する事前対策活動」は、南海トラフ地震に係る地震

防災対策の推進に関する特別措置法第３条の規定に基づく南海トラフ地震に

係る地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）を中心に、南海ト

ラフ地震臨時情報が発表された場合、後発地震に備えるためにとるべき対策

を定め、防災対策の推進を図ることを目的とする。 
 
第２　防災関係機関が地震防災応急対策として行う事務又は業務の大綱 

総則編第３章第２「防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業

務の大綱」のとおり。 

 

第３　南海トラフ地震臨時情報について 

１　南海トラフ地震に関連する情報の名称及び発表条件 

南海トラフ地震臨時情報は、情報名のあとに「調査中」、「巨大地震警戒」、

「巨大地震注意」、「調査終了」のキーワードを付記し、南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震警戒）等の形で情報発表される。 

 
 

 情報名 情報発表条件

 

南海トラフ地震臨時情報

○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南

海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を

開始した場合、または調査を継続している場合。 
○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

 

南海トラフ地震関連解説情

報

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況等

を発表する場合。 
○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会

合における調査結果を発表する場合（ただし臨時情報を

発表する場合を除く）。 
 
※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始

した旨や調査結果を南海トラフ地震関連開設情報で発表

する場合がある
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２　異常な現象を観測した場合の情報発表までの流れ 

 
気象庁報道発表資料より　 

 

第４　推進地域 

本県における推進地域は、次のとおり指定されている。

また、本章において特段の記述がない限り「市町村」とは

「推進地域内市町村」を示すものとする。 

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、

川上村、南牧村、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕

輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森

町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、

天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木

曽町、大桑村、木曽町 

 

 
地震防災対策推進地域

その他地域
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第２節　南海トラフ地震臨時情報発表時の活動体制 

第１　県の体制 
１　南海トラフ地震臨時情報の種類ごとの活動体制 

※1 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等・・・ 
災害応急対策に係る措置をとるべき旨の通知、南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）の内容その他これらに関連する情報 
※2 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等・・・ 

災害応急対策に係る措置をとるべき旨の通知、南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）の内容その他これらに関連する情報 
 

２　活動体制 
南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、長野県災

害対策本部を設置し、南海トラフ地震臨時情報（調査中）及び南海トラフ地

震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合、長野県危機警戒・対策本

部設置要綱に基づき、警戒・対策本部を設置する。 
 

３　活動体制の終了時期 
災害応急対策に係る措置をとるべき期間が終了したときは、活動体制を解

除するものとする。 
 
 

 情報名 活動体制 業　務　内　容

 
南海トラフ地震 
臨時情報（調査中）

警戒・ 
対策本部

○警戒・対策本部の設置 
○南海トラフ地震臨時情報（調査中）の収集及び伝達 
○住民等に密接に関係のある事項の広報

 

南海トラフ地震 
臨時情報（巨大 
地震注意）等(※1)

警戒・ 
対策本部

○警戒・対策本部の設置 
○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の収集及び伝

達 
○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容等の広

報

 

南海トラフ地震 
臨時情報（巨大 
地震警戒）等(※2)

災害対策 
本部

○災害対策本部の設置 
○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の収集及び伝

達 
○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の内容等の広

報 
○後発地震に対して警戒する措置の実施
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４　職員の参集 
職員は、南海トラフ地震臨時情報の収集に積極的に努め、参集に備えると

ともに、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の発表に接したときは、

動員命令を待つことなく、自己の判断により定められた場所に参集する。 
 
第２　町の体制 

１　南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時の体制 
南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたときは、池田町地域防災

計画等に定めるところにより配備体制をとり、次の業務を行なう。 
(1)　南海トラフ地震臨時情報（調査中）の収集及び伝達 
(2)　住民等に密接に関係のある事項の広報 

 
２　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等発表時の体制 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表されたときは、池田町

地域防災計画等に定めるところにより配備体制をとり、次の業務を行なう。 
(1)　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の収集及び伝達 
(2)　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容等の広報 
(3)　後発地震に対して注意する措置の実施 

 
３　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等発表時の体制 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたときは、災害対策

本部を設置し、池田町地域防災計画の定めるところにより、次の業務を行な

う。 
(1)　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の収集及び伝達 
(2)　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の内容等の広報 
(3)　後発地震に対して注意する措置の実施 
(4)　町内における災害応急対策に係る措置の実施 

 
第３　防災関係機関の体制 

１　南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時の体制 
各機関は、必要に応じて担当職員の緊急参集、情報の収集及び共有、地域

住民等に密接に関係のある事項に関する周知、その他必要な措置を行なうも

のとし、その情報伝達の経路、体制及び方法について定めるものとする。 
 

２　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等発表時の体制 
各機関は、各機関相互間及び機関内部において、確実に情報が伝達される

ようその経路及び方法を推進計画に明示するものとする。この場合において、

勤務時間内及び勤務時間外の時間帯に応じ、伝達が確実に行なわれるよう留
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意するものとする。 
また、各機関は、その実情に応じ災害に関する会議に準じた組織を設置す

るものとし、その組織内容等必要な事項を定めるものとする。 
 

３　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等発表時の体制 
各機関は、各機関相互間及び機関内部において、確実に情報が伝達される

ようその経路及び方法を推進計画に明示するものとする。この場合において、

勤務時間内及び勤務時間外の時間帯に応じ、伝達が確実に行なわれるよう留

意するものとする。 
また、各機関は、その実情に応じ災害対策本部に準じた組織を設置するも

のとし、その組織内容等必要な事項を定めるものとする。 
 
 
 

第３節　情報の収集伝達 

第１　南海トラフ地震臨時情報発表時の伝達 

南海トラフ地震臨時情報の伝達については、次により迅速かつ的確に行な

うものとする。 
１　伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　勤務時間内の伝達要領 
(１)　勤務時間内に、県危機管理部から南海トラフ地震臨時情報を受理した

総務課危機管理対策室長は、直ちに系統図に従い町長へ報告するととも

に、町防災行政無線等により町民へ伝達する。 
(２)　庁内職員に対する伝達は、放送設備による一斉庁内放送により行な

オンライン配信

庁内放送 
※勤務時間外は 

庁 内 放 送 を 行 わ な

い。

長野地方気象台 県危機管理部

各課(局) 

池田町総務課危機管理対策室 

防災行政無線FAX 

住民等

防災行政無線 
町民メール等

町長
報告 
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う。 
 

３　勤務時間外、休日の伝達要領 
(１)　勤務時間外及び休日に、県危機管理部から南海トラフ地震臨時情報を

受理した宿日直者は、直ちにこの旨を総務課危機管理対策室長へ報告す

る。 
(2)　報告を受けた危機管理対策室長は、室職員の登庁を指示するとともに、

系統図に従い町長へ報告し、必要な指示を受ける。 
(3)　危機管理対策室職員は、速やかに登庁し、防災行政無線等により町住

民へ伝達する。 
なお、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等発表時には、各課

（局）長を通じて配備職員の参集指示を伝達する。 
 
第２　応急対策実施状況等の情報収集・伝達 

町、県防災関係機関は、相互に連絡をとり、南海トラフ地震臨時情報発表

時に実施する後発地震に対して注意する措置及び災害応急対策に係る措置等

の状況の収集を行なう。 
この場合において、これらの情報が正確かつ迅速に県災害対策本部等に集

約する措置をとるものとする。 
なお、町が収集する主な情報は、次のとおりである。 

１　病院の診療状況、救護班の出動体制 
２　金融機関の営業状況 
３　主要食料の在庫状況等 
４　列車・バスの運行状況、旅客の状況 
５　電話等の疎通状況、利用制限の状況 
６　救護医療班の出動体制 
７　道路の交通規制の状況、車両通行状況 
８　緊急輸送車両の確保台数 
９　避難、救護の状況、旅行業者数、社会福祉施設の運営状況、大型店舗・ス

ーパー等の営業状況 
10　保育園、小中学校等の授業実施状況 
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第４節　広報計画 

第１　基本方針 
町、県及び防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報に関して、その発

表される情報の種類に応じて広報計画を作成し、これに基づき、広報活動

を実施するものとする。 
なお、町民等に対して的確な広報を行い、冷静かつ適切な対応を促すよ

う努めるものとする。 
 
第２　活動の内容 

県及び防災機関等から得た南海トラフ情報について迅速に広報を実施す

るとともに、同報系防災行政無線、ＣＡＴＶ、緊急メール、エリアメール、

広報車両等を活用するほか、必要に応じて自主防災組織、テレビ、ラジオ、

新聞等の協力を得て町民に広報を行うものとする。 
また、広報活動を実施するに当たっては、報道機関との事前協定の締結

等その的確かつ迅速な実施を可能にする措置を考慮するものとする。 
 

１　南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、次により広報を行う。 
(１)　広報内容 

ア　南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合 
(ア)　南海トラフ地震臨時情報（調査中）の内容 
(イ)　住民等に密接に関係のある事項 

イ　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等 
(ア)　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の内容 
(イ)　交通に関する情報 
(ウ)　ライフラインに関する情報 
(エ)　生活関連情報等地域住民等に密接に関係のある事項 
(オ)　後発地震に備えるための基本的な防災対応 

 日頃からの地震への備えを再確認する等、できるだけ安全な防

災対応をとること等 
ウ　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等 

(ア)　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容 
(イ)　交通に関する情報 
(ウ)　ライフラインに関する情報 
(エ)　生活関連情報等地域住民等に密接に関係のある事項 
(オ)　後発地震に備えるための基本的な防災対応 

日頃からの地震への備えを再確認する等、できるだけ安全な防

災対応をとること等 
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(２)　広報手段 
テレビ及びラジオ等を活用するほか、同報無線による情報伝達を実

施する。この場合において、地域の自主防災組織やその他の公共的団体

等の協力を得るなどの多様な手段を用いる。 
なお、外国人等特に配慮を要する者に対する広報については、外国

語放送等様々な広報手段を活用して行う。 
(３)　問い合わせ窓口 

住民等からの問い合わせに対応できるよう、問い合わせ窓口等の体

制を整備する。 
 

（参考） 

県・市町村から住民、企業等への防災対応の呼びかけについて 

 

県及び推進地域に指定されている市町村は、ホームページ、防災行政無線、広

報車、SNS等により、住民に対して、以下について広報を行い、併せて、一定期間

※、日常生活を行いつつ、日頃からの地震への備えの再確認を促すとともに、で

きるだけ安全な行動をとることなどについて呼びかけを行う。また、推進地域内

の企業等に対しても、適切な防災対応をとるよう呼びかけを行う。 

※「一定期間」の目安 

・半割れケースの場合 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」発表か

ら２週間 

・一部割れケースの場合 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」発表か

ら１週間 

・ゆっくりすべりケースの場合 ｢南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)｣発表

からすべりが収まったと評価されるまでの期間 

ア　住民への防災対応の呼びかけ（第６節、第７節関連） 

臨時情報（巨大地震警戒又は巨大地震注意）が発表された際に住民が取るべ

き防災対応について、以下の観点を踏まえ、住民一人ひとりが防災対応を検

討・実施することを基本とし、県及び市町村は必要な情報提供を行う等、防

災行動を促す。 

○日常生活を行いつつ、日頃からの地震への備えの再確認等、個々の状況に

応じて、一定期間地震発生に注意した行動をとること。また、一定期間で

きるだけ安全な防災行動をとること。 

○「臨時情報（巨大地震警戒）」が発表されたときは、さらに次の防災対応

をとること。 

・土砂災害に対する防災対応 

土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域内に居住する住民は、個々の状況

に応じて、自主避難を含め、身の安全を守る等の防災対応を検討する。 



震災対策編　　第５章　南海トラフ地震臨時情報の運用

- 9 - 

・住宅の倒壊、地震火災に対する防災対応 

耐震性の不足する住宅に居住する住民は、自主避難を含め検討する。また、

器具の使用を控えること等により、火災の発生を防止する。 

イ　観光客への防災対応の呼びかけ（第７節関連） 

推進地域内の観光客に対して、後発地震に備え、必要な情報の収集や地震発

生時の注意点の再確認を行うことを呼びかける。 

ウ　推進地域外の住民等への防災対応の呼びかけ（第７節関連） 

住民及び観光客に対し、「地震に備えた行動」を求めるが、「冷静な対応

を行う」ことを合わせて呼びかける。 

エ　企業等への防災対応の呼びかけ（第８節関連） 

日頃からの地震への備えを再確認する等、個々の状況に応じて適切な防災

対応を実施したうえで、できる限り事業を継続することを基本とする。 

そのため、以下の対策を行う。 

※南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）発表後、一部地域の被害等を踏まえ、

人的・物的資源が一部制限されている中で、企業活動を１週間どのように継

続するか検討する。 

※南海トラフ地震臨時情報の内容等については、各企業内等において確実に情

報が伝達されるよう、その経路及び方法を具体的に定める。 

※各企業等の防災対応を迅速かつ的確に実施するため、所要要員の確保につい

て検討するとともに、必要に応じ指揮機能を持った組織を設置する。
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第５節　災害応急対策をとるべき期間 

第１　基本方針 
南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、あらかじめ定める災害応急対

策をとるべき期間の間、災害応急対策を実施するものとする。 
 
第２　災害応急対策をとるべき期間 

災害応急対策をとるべき期間は、発表された南海トラフ地震臨時情報の種

類に応じて、次のとおりとする。 
１　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合 

南海トラフ地震沿いの想定震源域内のプレート境界においてＭ７.０以上

Ｍ８.０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度ま

での範囲でＭ７.０以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震

源が深い地域は除く）が発生するケースの場合は１週間、南海トラフ沿いの

想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測され

たケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が

収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間、

後発地震に対して注意する措置を行う。 
 

２　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合 
南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ８.０以上の地

震の発生から１週間、後発地震に対して警戒する措置を行う。また、当該期

間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置を行う。 
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第６節　避難対策等 

第１　基本方針 
町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合にと

るべき避難対策等について、あらかじめ検討を行い、計画に明示するものと

する。検討を行うにあたっては、避難行動の方法や避難先の選定に関する意

向について、必要に応じて町民の意見を十分に聴くものとする。 
 
第２　地域住民等の避難行動等 

１　土砂災害に対する避難行動等 
町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合にと

るべき後発地震に対する警戒措置について、主に土砂災害警戒区域内に居住

する町民と意見交換を行ないながら、身の安全を守る等の防災対応の検討を

促すものとする。 
また、主に土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対しては、施設管理

者に対して、入居者の身の安全を守る等の防災対応の検討を促すものとする。 
 
第３　避難先の確保 

１　避難所の受入れ人数の把握 
(１)　住民が避難する場合は、知人宅や親類宅等への避難を促すことを基本と

するが、それが難しい住民に対して、町は、あらかじめ避難者数を想定し

ておくものとする。 
(２)　要配慮者については、福祉避難所など健常者とは異なる避難所の確保が

必要となるため、健常者と要配慮者を分けて人数を想定しておくものとす

る。 
(３)　宿泊者、観光目的の滞留旅客等については、宿泊施設等関係者と、運航

している公共交通機関の最寄りの乗降場所まで輸送する等帰宅方法をあ

らかじめ検討しておき、必要に応じて、帰宅できない見込み数を想定の受

入れ人数に加えておくものとする。 
 

２　避難所候補リストの作成 
(１)　避難所は、町が定める地域防災計画等既存の計画において整理されてい

る指定避難所を参考に検討するものとする。 
(２)　後発地震の発生に伴う土砂災害、耐震性の不足等の想定される危険を避

ける観点から、後発地震の発生時に想定される様々なリスクに対して、で

きるだけ安全な施設を避難所として利用するものとする。 
(３)　各避難所の収容人数については、１週間を基本とした防災対応期間中の

避難生活に支障を来さない広さを確保することを念頭に、避難者一人当た
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りの面積を適切に定め、各避難所で確保できる面積に応じた収容人数を整

理するものとする。 
(４)　避難所候補リストを作る際は、以下の例も参考に、避難所として使用す

る優先順位の検討に必要な情報を整理するものとする。 
ア　施設名、住所、面積、収容人数 
イ　管理者、管理者の連絡先（複数名選定を推奨） 
ウ　耐震性（想定される最大震度に対する建物の安全性）の有無 
エ　非構造部材の落下防止対策の有無 
オ　土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害危険箇所か否か 
カ　学校の状況（授業継続または休校） 
キ　周辺の避難場所からの移動距離 
ク　要配慮者の受入れ可否（福祉避難所としての機能を有しているか） 
ケ　冷暖房、テレビ、パーティション等の設置状況 
コ　食料、日用品等の備蓄状況及び近隣の食料、日用品等を確保できる商

店の状況 
 
３　避難所が不足する場合の対応 

(１)　検討結果として避難所の不足が見込まれる場合は、町内の広域の避難や、

旅館、ホテル、企業の会議室等民間施設の利活用、周辺市町村と連携した

避難等、さらなる避難先の確保を行うものとする。 
(２)　町民に対しては、避難所としてなるべく知人宅や親類宅等を活用するこ

とをさらに呼びかけ、必要があれば避難方法の意向調査を再度行い、想定

される避難所の利用者等を精査した上で、避難計画を検討するものとする。 
(３)　あらゆる検討を行った上で、それでも避難所が確保できない場合は、避

難所の廊下やロビー等の活用、グラウンドや駐車場での車中泊やテント泊

などあらゆる手段の検討を行うものとする。 
(４)　避難生活に伴うエコノミークラス症候群等、健康への影響が懸念される

ことから、避難者の健康に十分に配慮するものとする。 
(５)　災害等の状況に応じて、社会福祉施設等の空きスペースの活用や定員を

超過して要配慮者等を受入れることについて検討するものとする。 
なお、定員を超過して受入れる場合も入所者等の処遇に支障が生ずるこ

とのないように十分に配慮するものとする。 
 

第４　避難所の運営 
避難所の運営は、避難者が自ら行うことを基本とする。 
また、被災後の避難ではないため、必要最小限のものを各自で準備するこ

とを基本とするものとする。 
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第７節　住民の防災対応 

第１　基本方針 
大規模地震の発生時期等を明確に予測できないこと、地震発生時のリスク

は、住んでいる地域の特性や建物の状態、個々人の状況により異なるもので

あることから、地震発生可能性と防災対応の実施による日常生活への影響の

バランスを考慮しつつ、一人一人が、自助に基づき、災害リスクに対して「よ

り安全な防災行動を選択」していくという考え方を社会全体で醸成していく

ことが重要である。 
南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、日常生活を行いつつ、住民一

人一人が防災対応を検討・実施することを基本とし、その際、町及び県は必

要な情報提供を行う等その検討・実施について支援を行うものとする。 
 
第２　南海トラフ地震臨時情報発表後に実施する事項 

　町民の対応 
町民及び観光客は、想定される震度や被害が相対的に小さいことから、地

震に備えた行動を求めるが、冷静な対応を行うものとする。 
 
 
 

第８節　企業等対策計画 

第１　基本方針 
企業等は、地震発生時期等の確度の高い予測は困難であり、完全に安全な

防災対応を実施することは現実的に困難であることを踏まえ、日頃からの地

震への備えを再確認する等警戒レベルを上げることを基本に、個々の状況に

応じて適切な防災対応を実施したうえで、できる限り事業を継続することを

基本とする。 
 
第２　企業等の防災対応の検討 

１　防災対応を検討する手順 
南海トラフ地震臨時情報が発表された際に取るべき防災対応について、以

下の手順に従って検討するものとする。 
(１)　南海トラフ地震を想定して策定している自社の事業継続計画（BCP）

を確認し、自社の脆弱性をまず把握するものとする。 
(２)　その上で、今回検討する防災対応の前提となる、南海トラフ地震臨時情

報発表時の社会状況等の諸状況を確認するものとする。 
(３)　これらを踏まえて、南海トラフ地震臨時情報発表時に、情報別にとるべ
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き防災対応を具体的に検討するものとする。 
 

２　南海トラフ地震に関するBCPの確認 
(１)　南海トラフ地震に関するBCPは、後発地震に備えて取るべき防災対応

を検討する際に有効であるため、その確認を実施するものとする。 
(２)　BCP未策定の企業については、速やかに策定することの他、事前の防

災・減災対策を講ずるなど防災対応力を強化することが望ましい。 
 

３　防災対応検討の前提となる諸条件の確認 
(１)　南海トラフ地震臨時情報の種類ごとに、発表時に想定されるライフライ

ンの状況等を確認し、事業継続に当たっての影響を想定するものとする。 
(２)　個々の企業等の地理的条件を確認し、防災対応を検討する際に踏まえる

べき、自社の位置における住民の行動を把握するものとする。 
 

４　企業等の防災対応（巨大地震注意対応）の検討 
(１)　企業等の南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等発表時の防災対応

について、個々の状況に応じて、日頃からの地震への備えを再確認する

等、後発地震に備えて注意した防災対応を検討する。 
 

５　企業等の防災対応（巨大地震警戒対応）の検討 
(１)　必要な事業を継続するための措置 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等発表後、一部地域の避

難や被害を踏まえ、人的・物的資源が一部制限されている中で、企業活

動を１週間どのように継続するか検討するものとする。 
(２)　日頃からの地震への備えの再確認等警戒レベルを上げる措置 

企業等は、突発地震に備えて、日頃から対策を行っておくことが重

要であり、その上で、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が

発表された場合に、これらの日頃からの地震への備えを再確認し、地

震が発生した場合に速やかに必要な防災対応が行えるようにしておく

ものとする。 
また、日頃からの地震への備えの再確認の例は、以下の措置とし、

これらの措置については、後発地震への備えとして、企業等の立地する

地理的条件や業種の違いに関わらず、全ての企業等が検討することが望

ましい。 
ア　安否確認手段の確認 
イ　什器の固定・落下防止対策の確認 
ウ　災害物資の集積場所等の災害拠点の確認 
エ　発災時の職員の役割分担の確認 
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(３)　施設及び設備等の点検 
地震が発生した場合に被害が生ずるおそれのある施設及び緊急的に

移動しないといけない設備等について点検に関する措置を検討するも

のとする。 
また、社会的に及ばず影響の大きな不特定多数の者が利用する施設、

危険物を取扱う施設等を管理又は運営する企業については、第三者に危

害を及ぼさないよう必要な点検を確実に実施するものとする。 
(４)　地震に備えて普段以上に警戒する措置 

地震による被害軽減や早期復旧を図るため、南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震警戒）等発表時に行う日頃からの地震への備えの再確認等

に加え、個々の企業等の状況を考慮した上で必要に応じて、同情報発表

後に後発地震発生に備えて普段以上に一定期間継続的に警戒した防災

行動を行う措置を検討するものとする。 
一定期間継続的に実施する警戒措置の例は、以下の措置とし、これ

らの措置のうち、突発地震に備えた防災対策に加え、既存のBCP等も

参考に、同情報発表時に実施することで一時的に企業活動が低下するも

のであったとしても、後発地震が発生した場合にトータルとして被害軽

減・早期復旧できる措置があれば、その実施を推奨する。 
ア　荷物の平積み措置 
イ　燃料貯蔵や車両燃料の常時満タン化 
ウ　サプライチェーンにおける代替体制の事前準備 
エ　製品在庫の増産や原材料・部品の積み増し 
オ　ヘルメットの携行の徹底 
カ　定期的な重要データのバックアップ 
キ　速やかに作業中断するための準備 

(５)　地域への貢献 
南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等発表時には、普段から

取り組んでいる企業活動の延長として、企業の強みを活かして、地域に

おいて取られている避難等の防災対応に対する支援を地方公共団体と

連携して実施するものとする。 
また、それぞれの企業等において、日頃からの自主防災組織との協

働体制を構築し、非常食や資機材の提供等について検討するものとする。

さらに、避難誘導や要配慮者に対する支援等を実施することができる体

制を検討しておくものとする。 
(６)　情報の伝達 

南海トラフ地震臨時情報の内容等については、各企業内等において、

確実に情報が伝達されるよう、その経路及び方法を具体的に定めるもの

とする。この場合、勤務時間内及び勤務時間外等の時間帯に応じ、伝達
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が確実に行われるよう留意する。 
(７)　防災対応実施要員の確保等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合に、

各企業等の防災対応の実施に必要な要員については、伝達方法及び伝達

手段の実態を勘案しながら、実施する防災対応の内容、その作業量、所

要時間等を踏まえて、具体的な所要要員の確保について検討するものと

する。 
また、各企業等の防災対応を迅速かつ的確に実施するため、必要に

応じ指揮機能を持った組織を設置し、指揮命令系統、職務分担等の当該

組織の内容を明確にし、企業内等にあらかじめ周知する。 
 
 
 

第９節　防災関係機関のとるべき措置 

第１　基本方針 
防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表され

た場合、個々の状況に応じて、後発地震に対して警戒する措置を行うものと

し、その措置についてあらかじめ計画に定めるものとする。 
 
第２　活動の内容 

１　消防機関等 
町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合にお

いて、消防機関及び消防団が出火及び混乱の防止等につき、その対策を実施

するものとする。 
 

２　警備対策 
県警察本部は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された

場合において、次の事項を重点として犯罪及び混乱の防止に関する措置を講

ずるものとする。 
(１)　正確な情報の収集及び伝達 
(２)　不法事案等の予防及び取締り 
(３)　地域防犯団体、警備事業等の行う民間防犯活動に対する指導 

　 
３　水道、電気、ガス、通信、放送関係 

(１)　水道 
町及び県は、飲料水の供給が、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

等が発表された場合においても災害応急対策の実施をはじめとするすべ
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ての活動の基礎となるべきものであることから、飲料水の供給の継続を確

保することが不可欠であるため、必要な飲料水を供給するために必要な体

制を整備するものとする。 
(２)　電気 

電力事業者は、電気の供給が、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

等が発表された場合においても災害応急対策の実施をはじめとするすべ

ての活動の基礎となるべきものであることから、電気の供給の継続を確保

することが不可欠であるため、必要な電力を供給するために必要な体制を

整備するものとする。 
(３)　ガス 

ガス事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表され

た場合においても、ガスの供給を継続するものとし、必要なガスを供給す

るために必要な体制を整備するものとする。 
また、ガス事業者は、ガス発生設備、ガスホルダーその他の設備につい

て、安全確保を実施するとともに、後発地震の発生に備えて、緊急に供給

を停止する等の措置を講ずる必要がある場合には、これを実施するものと

する。 
(４)　通信 

電気通信事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表

された場合においても、災害応急対策活動や安否確認の基礎となる通信の

確保を行うことが不可欠であるため、通信の維持に関する必要な体制の確

保に加え、災害用伝言サービス等の安否確認に利用されるサービスの活用

に向けた当該サービスの運用、周知等を実施するものとする。 
(５)　放送 
ア　放送は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の正確かつ迅速

な伝達のために不可欠のものであるため、南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震警戒）等の正確かつ迅速な報道に努めるものとする。この場合に

おいて、放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の

発表及び後発地震の発生に備えて、事前に関係機関等と密接な連携をと

り、実態に即応した体制の整備を図るものとする。 
イ　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、放送

事業者は各計画主体と協力して、推進地域内の地域住民等に対して冷静

な対応を呼びかけるとともに、交通に関する情報、ライフラインに関す

る情報、生活関連情報、火災防止等、後発地震に備えた被害軽減のため

の取組等、地域住民等が防災行動等をとるために必要な情報の提供に努

めるよう留意するものとする。また、推進地域外の地域住民等に対して

も、交通に関する情報、後発地震の発生に備えた準備等、冷静かつ適切

な対応を促すための情報の提供に努めるよう留意するものとする。 
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なお、情報の提供に当たっては、聴覚障害者等の情報入手に資するよ

う、テレビにおける字幕放送等の活用に努めるものとする。 
 

４　金融対策 
計画主体である金融機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表された場合及び後発地震の発生に備えた、金融業務の円滑な遂行を確

保するための要員の配置計画等の準備措置を実施するものとする。 
 

５　交通 
(１)　道路 
ア　県警察本部は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表さ

れた場合の運転者のとるべき行動の要領について定め、地域住民等に周

知するものとする。 
イ　町及び県は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震警戒）等が発表された場合の交通対策等の情報についてあらかじ

め情報提供するものとする。 
 

６　防災関係機関が自ら管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策 
県及び市町村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表され

た場合において、後発地震に備えた自らが管理等を行う施設等に関する対策

として、施設利用者の安全確保及び機能確保のため、速やかに点検等を行う

ものとする。 
なお、具体的な対策は施設毎に定めるものとし、県又は市町村以外が管理

する施設の管理者においても対策を講じるものとする。 
(１)　 防災上重要な施設に関する対策 

町及び県は、特に、後発地震の発生後においても、防災上重要な施設

（災害 応急対策の実施上大きな役割を果たすことが期待できるもの）に

ついて、その機能 を果たすため、体制を整えるとともに、必要な措置を

講ずるものとする。 

ア　道路等（橋梁、砂防施設、法面、林道等を含む）【建設水道課】 

危険度が特に高いと予想されるものについて、通行止め等、管理上必

要な措置を行う。 

イ　用水路【土地改良区等】 

施設点検、貯水量の調整等に係る操作方法の確認等の措置を行う。 

ウ　庁舎、合同庁舎その他災害応急対策上重要な施設【各部局】 

非常用発電設備、無線通信機器等通信手段の確認、自衛消防団の活動

確認等を行う。また、災害対策本部等運営に必要な資機材及び緊急車両

等の確保を行う。 



震災対策編　　第５章　南海トラフ地震臨時情報の運用

- 19 - 

(２)　 多数の者が出入りする施設に関する対策【生涯学習課等】 
学校、社会福祉施設、社会教育施設、社会体育施設、美術館、図書館

等の多数の者が出入りする施設の管理上の措置の共通事項として以下の

対応を行うものとする。 

・入場者等への情報伝達 

・入場者等の安全確保のための退避等の措置 

・施設の防火点検及び設備、備品等の転倒・落下・破損防止措置 

・出火防止措置 

・水、食料等の備蓄 

・消防設備の点検、整備 

・非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュ

ーターなど情報を入手するための機器の整備 

また、以下のとおり各施設の管理上の措置を行うものとする。 

ア　保育園、小・中学校等【学校保育課】 

児童生徒等の年齢も考慮の上、地域や家庭環境に応じた対応を行い、

後発地震発生による災害リスクを考慮した安全確保のための措置を行う。 

イ　社会福祉施設【健康福祉課】 

重度障がい者、高齢者等、移動することが困難な者等について、個々

の状況に応じた安全確保のための必要な措置を行う。 

ウ　上下水道施設【建設水道課】 

処理機能の確保等、施設の管理上必要な操作、非常用発電装置の準備、

点検その他の措置を行う。 

(３)　 工事中の公共施設、建築物、その他【各部局】 
後発地震発生時の対応について、各監督員が現場代理人等と情報を共

有し、工事中断の判断や資機材の落下防止等、工事中の建築物その他の

工作物又は施設について安全確保上必要な措置を行う。 
(４)　防災関係機関は、各施設について、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒）等が発表された場合の緊急点検、巡視の実施必要箇所を選定し、

必要な実施体制を整備するものとする。 
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第１０節　関係機関との連携協力の確保 

第１　基本方針 
防災対応の実効性を高めるためには、企業等が防災対応を検討・決定する

際、防災対応の期間の経過後にも大規模地震発生の可能性がなくなるわけで

はないことや、防災対応の内容によっては企業活動に影響が出てくること等

を踏まえ、あらかじめ従業員等一人一人が考え、防災対応を実行することの

意義を理解しておくことが重要である。 
また、町、県、防災関係機関及び企業等の各主体の防災対応は様々なとこ

ろで相互に関係するため、地域内で各主体の防災対応が調和を図りながら実

行できるよう、防災対応を検討・決定する段階から、必要に応じて、南海ト

ラフ特措法に基づく南海トラフ地震防災対策推進協議会等、情報共有や協議

等を行う場を地域で整備・活用するものとする。 
 
第２　交通インフラやライフライン 

日常生活に密接に関係する交通インフラやライフラインについては、あら

かじめ検討した防災対応について、地域住民や利用者等に周知するものとす

る。 
また、自社の防災対応についてステークホルダーに事前に周知しておくも

のとする。 
 
第３　滞留旅客等に対する措置 
１　町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合にお

ける滞留旅客等の保護のため、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策を講ず

るものとする。 
 
２　防災関係機関で南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された

場合における滞留旅客等の避難誘導及び保護を実施すべき機関においては、

対策等の結果生じる滞留旅客等に対する具体的な避難誘導、保護並びに食料

等のあっせん、町が実施する活動との連携体制等の措置を講ずるものとする。 
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第１１節　地震防災上必要な教育及び広報活動計画 

第１　基本方針 
町及び県は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、住民があわてて

地震対策をとることがないよう、機会を捉えて、日頃からの地震への備え等

について周知することが重要である。 
また、住民は南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、日常生活を行い

つつ、一定期間、できるだけ安全な行動をとることが重要であり、普段以上

に地震に備えて警戒するという心構えを持つことが必要である。 
そのため、町及び県は、南海トラフ地震臨時情報の発表により、大規模地

震の発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合、直ちに地震が起き

るといった誤解により、避難者の殺到等の社会的混乱が発生しないように努

めるとともに、あらゆる機会を捉えて、南海トラフ地震臨時情報等の内容や、

情報が発表された場合に取るべき対応について広報に努め、実際に防災対応

をとる際に、住民が情報を正しく理解し、あらかじめ検討した対応を冷静に

実施できるよう広報を行うものとする。 
 
第２　計画の内容 

１　職員等に対する防災上の教育 
町及び防災関係機関は、その職員等に対して、その果たすべき役割等に相

応した地震防災上の教育を実施するものとし、次の内容をその実施内容とし

て行う。 
ア　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震注意）、南海トラフ地震（巨大地震警戒）の内容及びこれに基づきとら

れる措置の内容 
イ　南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動に関する知識 
ウ　地震に関する一般的な知識 
エ　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震注意）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合

及び南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 
オ　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震注意）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合

及び南海トラフ地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割 
カ　南海トラフ地震対策として現在講じられている対策に関する知識 
キ　南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 

 
２　住民等に対する防災上の教育 

(１)　町は、過去に発生した東南海・南海地震等による被害の状況や、今後の
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南海トラフ地震により想定される被害、南海トラフ地震に係る防災意識の

普及・啓発に努めるとともに、地域住民等が国からの指示が発せられた場

合等に的確な判断に基づいた行動ができるよう、教育・広報を実施する。 
この場合において、地域の自主防災組織の育成及びその活用、各種の商

工団体、PTA、その他の公共的団体等の協力を得るなどの多様な手段を用

い、できるだけ住民等の立場を考慮した具体的な教育・広報を実施するも

のとし、次に準じた内容を実施内容として行うものとする。 
ア　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の内容及びこれ

に基づきとられる措置の内容 
イ　南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動に関する知識 
ウ　地震に関する一般的な知識 
エ　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された

場合及び南海トラフ地震が発生した場合の出火防止対策、近隣の人々と

協力して行う救助・避難行動、自動車運転の自粛等、防災上とるべき行

動に関する知識 
オ　正確な情報の入手方法 
カ　防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 
キ　各地域における土砂災害警戒区域等に関する知識 
ク　各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 
ケ　地域住民等自ら実施し得る、最低でも３日間、可能な限り１週間分程

度の生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び

災害発生時における応急措置の内容や実施方法 
コ　住宅の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

(２)　教育・広報を行う場合は次の事項に留意して行うものとする。 
ア　ラジオ、テレビ、映画、新聞等を含む媒体を利用するほか、可能な限

り地域の実情を反映した具体的な内容とするよう考慮するものとする。 
イ　地震対策の実施上の相談窓口を設置する等具体的に地域住民等が地震

対策を講ずる上で必要とする知識等を与えるための体制の整備について

留意するものとする。 
ウ　現地の地理に不案内な観光客等に対しては、パンフレットやチラシを

配付したり避難誘導看板を設置したりするなどして、避難場所や避難経

路等についての広報を行うよう留意するものとする。



 


